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1.　はじめに

　本稿は、ベルギー国務院 1)の研究に資するため、関係法令を翻訳したもの
である。ベルギー国務院は、国務院の創設に関する 1946年 12月 23日法律
によって創設され、創設当初から、政府及び議会の諮問機関としての「立法
部」と、行政裁判所としての行政部（現在の「行政訴訟部」）を有していた。
その後この法律に様々な修正がなされ、また、他の法律においても国務院に
関する諸規定が加えられた。これを受けて、1973年 1月 12日法令によって、
この法律と他の法律の諸規定とを再編し、「国務院に関する 1973年 1月 12
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1) ベルギーでは、フランス語、オランダ語及びドイツ語が公用語とされている。したがっ
て、国務院は、フランス語で「Conseil d’État」、オランダ語で「Raad van State」、ドイ
ツ語で「Staatsrat」と表記される。筆者は従前、ベルギーの「国務院」を「コンセイユ・
デタ」と表記してきた。しかし、ヨーロッパ諸国には、ベルギーの他に、フランス、
オランダ、イタリア及びギリシャのように、政府及び議会の諮問機関としての機能と
最高行政裁判所としての機能を果たす機関が存在している。本稿は、このようなヨー
ロッパにおける二重機能型「国務院」の比較法的研究の観点から、ベルギーのこの機
関の訳として、単にフランス語の「Conseil d’État」をフランス語読みした「コンセイユ・
デタ」を充てるのではなく、「国務院」を充てることにする。なお、フランスの国務院
に関しては、拙訳「フランス国務院関係法令集」成城法学 86号（2020年）381-425頁、
オランダの国務院に関しては、拙訳「オランダ国務院関係法令集」駒澤大学法学部研
究紀要 76号（2018年）89-106頁、イタリアの国務院に関しては、拙訳「イタリア国
務院関係法令集」駒澤大学法学部研究紀要 77号（2019年）1-27頁を参照。

―――――――――――――――――――
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日再編法律」（以下、「再編法律」と表記）が誕生し、この「再編法律」は、
様々な改正を受けながら、現在に至るまで存在している 2)。
　このようにして、国務院は法律によって設置された機関であったが、1993

年 6月 18日に公布された憲法改正により、「第 3編　諸権力について」に
「第 7章　国務院及び行政裁判所について」という章が設けられ、そこで国
務院の諮問機能と行政裁判機能が規定され、諮問機関（立法部）と行政裁
判機関（行政訴訟部）としての国務院は憲法上の機関となり 3)、その詳細が
「再編法律」によって規律されているのである。
　ただし、国務院に関する規定がすべて「再編法律」によって規律されてい
るわけではなく、現在でも他の法律によっても規律されている。その代表例
が、「憲法第 82条で定める両院協議会を組織し、国務院に関する再編法律を
修正する 1995年 4月 6日法律」（以下、「1995年 4月 6日法律」と表記）で
ある。
　この点、筆者はすでに国務院の「立法部」に関係する法令についてはすで
に訳出している 4)が、立法部の権限に関して重大な改正が「立法部の意見の
公表の観点から国務院に関する 1973年 1月 12日再編法律を改正する 2016

年 8月 16日法律」（以下、「2016年 8月 16日法律」と表記）によって行わ
れた。この「2016年 8月 16日法律は」、立法部の意見を公表する観点から、
「再編法律」を改正し、かつ、この法律の発行以前になされた立法部意見を
公表することを義務付けている。
　他方、以前の拙訳は、「再編法律」における最高行政裁判所の機能を果た
す「行政訴訟部」については取り扱っておらず、二重機能を有するベルギー
国務院の組織及び権限を明らかにするという観点からは片手落ちであった。
　そこで、本稿は、ベルギー国務院の概観を明らかにするために、まず、

2) 拙稿「ベルギーにおけるコンセイユ・デタ立法部による事前統制と憲法裁判所による
事後統制」曽我部真裕＝田近肇（編）『憲法裁判所の比較研究――フランス・イタリア・
スペイン・ベルギーの憲法裁判』（信山社、2016年）194-195頁を参照。

3) 拙稿・前掲注 2)195頁を参照。
4) 拙訳「ベルギーのコンセイユ・デタ立法部関係法令集」駒澤法学 14巻 3号（2015年）

23-48頁。

―――――――――――――――――――
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「1831年 2月 7日ベルギー憲法」における国務院に関連する諸規定を訳出し
（２）、その上で、国務院の組織及び権限を詳細に定める「再編法律」を訳出
する（３）。さらに、「再編法律」で規律されていない前述の憲法第 82条の
実施に関する「1995年 4月 6日法律」における国務院に関する規定を訳出
し（４）、そして最後に、前述の立法部意見を公表するために近年に制定さ
れた重要法令である「2016年 8月 16日法律」をを訳出する（５）。
　なお、法令のテクストについては、ベルギー政府が管理するベルギー法令
検索サイト（http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl）を参照した（2019

年 12月 9日最終閲覧）。

2. 1831 年 2 月 7 日ベルギー憲法（抄）
（2019 年 4 月 22 日最終改正）

　第 1 編　ベルギー連邦、その構成及び領土について
第 1 条〔連邦制〕　ベルギーは、複数の共同体及び地域圏で構成する連邦国
家である。

第 2 条〔共同体〕　ベルギーは、3つの共同体、すなわち、フランス共同体、
フラマン共同体及びドイツ語共同体で構成する。

第 3 条〔地域圏〕　ベルギーは、3つの地域圏、すなわち、ワロン地域圏、
フラマン地域圏及びブリュッセル地域圏で構成する。

第 4 条〔言語地域〕　ベルギーは、4つの言語地域、すなわち、フランス語
地域、オランダ語地域、ブリュッセル首都言語地域及びドイツ語地域で構
成する。
②　王国の各市町村は、この言語地域の 1つに所属する。
③　4つの言語地域の境界は、各議院の各言語グループ構成員の過半数が出
席し、かつ、2つの言語グループで賛成投票総数が投票の 3分の 2に達す
るとき、各議院の各言語グループにおける過半数で可決された法律によれ
ば、変更又は訂正することができる。
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　第 3 編　諸権力について
第 33 条〔国民主権、立憲主義〕　すべての権力は国民に由来する。
②　権力は、憲法で定められた方法により行使される。
第 35 条〔連邦、共同体及び地域圏の権限配分〕　連邦は、憲法又は憲法に基
づいて定められた法律が形式的に授権している事項においてしか、権限を
有しない。
②　共同体又は地域圏は、それぞれに関して、法律の定める要件及び態様に
従い、その他の事項に関して権限を有する。この法律は、第 4条最終項で
定める多数で可決しなければならない。
　経過規定
　　第 2項の法律により、本条発効日を定める。この日は、連邦の排他的権
限を定め、憲法第 3編に挿入される新たな条項の発効前であってはならな
い。

第 36 条〔両院制〕　連邦立法権は、国王、下院及び上院により、共同して行
使する。

第 37 条〔連邦執行権〕　連邦執行権は、憲法の定めるとおり、国王に帰属する。
第 38 条〔共同体の権限〕　各共同体は、憲法又は憲法に基づき定められた法
律により承認された権限を有する。

第 39 条〔地域圏の権限〕　法律により、法律が設けかつ選挙された議員で構
成される地域圏機関に対し、法律が設ける管轄及び方式に従い、第 30条
及び第 127条から第 129条までが定める事項を除き、法律が定める事項を
規律する権限を付与する。この法律は、第 4条最終項で定める多数で可決
しなければならない。

第 40 条〔司法権〕　司法権は、法院及び裁判所により行使する。
②　判決は、国王の名により執行する。

　　第 2 章　連邦立法権について
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第 74 条〔下院の排他的権限〕　第 36条の例外として、連邦立法権は、第 77

条及び第 78条で定める事項以外の事項について、国王と下院により共同
して行使する。
　経過規定
　　本条は、2014年の共同体及び地域圏議会総選挙の日より発効する。そ
の日まで、以下の規定を適用する。
　「〔略〕」
第 75 条〔法律案提出権〕　法律案提出権は、連邦立法権の各部門に帰属する。
ただし、元老院の法律案提出権は、第 77条で定める事項に限る。
②　第 78条で定める事項については、国王の発議により両議院に付される
法律案は、代議院に提出し、次いで元老院に送付する。
　経過規定
　　本条は、2014年の共同体及び地域圏議会総選挙の日より発効する。そ
の日まで、以下の規定を適用する。
　「〔略〕」
第 76 条〔法律案の議決方法、修正権・分割権等〕　法律案は、条文毎に投票
された後にしか 1つの議院によって可決することができない。
②　両議院は、条項及び提出された修正案の修正権並びに分割権を有する。
③　代議院規則は、第二読会の手続を定める。
　経過規定
　　第 3項は、2014年の共同体及び地域圏議総選挙の日より発効する。
第 77 条〔両院の共同の権限〕　代議院及び元老院は、以下の事項について平
等に権限を有する。
　一　憲法改正宣言及び憲法改正
　二　憲法に基づき両議院により規律されなければならない事項
　三　第 4条最終項で定める多数で可決される法律
　四　ドイツ語共同体の制度及びその財政に関する法律
　五　政党の財政及び選挙費用の統制に関する法律
　六　元老院の組織及び元老院議員の地位に関する法律
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②　第 4条最終項で定める多数で可決された法律により、下院及び上院が平
等に権限を有するその他の法律を指定することができる。
　経過規定
　　本条は、2014年の共同体及び地域圏議会総選挙の日より発効する。そ
の日まで、以下の規定を適用する。
　「〔略〕」
第 78 条〔その他の法律事項等〕
§1　第 77条の留保の下で、以下の事項において代議院により可決された法
律は、元老院に送付する。
　一　第 4条最終項で定める多数で可決すべき法律の執行のために定められ
る法律

　二　〔略〕
　三　〔略〕
　四　国務院及び連邦行政裁判所に関する法律
②　第 4条最終項で定める多数で可決された法律は、元老院が本条で定める
手続に適合して審査することができる他の事項を指定することができる。

§2　①～④　〔略〕
　経過規定
　　本条は、2014年の共同体及び地域圏議会総選挙の日より発効する。そ
の日まで、以下の規定を適用する。
　「〔略〕」
第 82 条〔両院協議会〕　下院及び上院の同数の委員から構成される両院協議
会は、両院間に生じた権限停職を解決し、第 78条で定める審議期間を合
意によりいつでも延長することができる。
②　両院協議会の 2つの構成要素において多数を得られないとき、両院協議
会は委員の 3分の 2の多数で決定する。
③　法律により、両院協議会の構成及び運営並びに第 78条で定める期間の
計算方法を定める。
　経過規定
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　　本条は、2014年の共同体及び地域圏議会総選挙の日より発効する。そ
の日まで、以下の規定を適用する。
　「〔略〕」

　　第 5 章　憲法裁判所、権限抵触の予防及び解決について
　　　第 1 節　権限抵触の予防について
第 141 条〔抵触の予防〕　法律、デクレ及び第 134条で定める法規範間、デ
クレ相互間並びに第 134条で定める法規範相互間の抵触を予防するための
手続は法律により定める。
　　　第 2 節　憲法裁判所について
第 142 条〔憲法裁判所〕　ベルギー全国を管轄として、憲法裁判所を設置し、
その構成、権限及び運営は法律により定める。
②　憲法裁判所は、判決をもって、以下について裁定する。
　一　第 141条で定める抵触
　二　法律、デクレ又は憲法第 134条が定める法規範による第 10条、第 11

条及び第 24条の違反
　三　法律、デクレ又は憲法第 134条が定める法規範による、法律の定める

憲法条項の違反
③　法律が定めるすべての機関、利益を証明するすべての者、又は、先決問
題としてすべての裁判所は、憲法裁判所に提訴することができる。
④　憲法裁判所は、法律で定める要件及び態様にしたがって、第 39条の 2

で定める各住民投票の実施に先立って、当該住民投票について、判決を
もって裁定する。
⑤　法律は、法律が定める場合においてかつその要件及び態様にしたがって、
代議院選挙についてかかる選挙費用の統制に関して、立法議会又はその機
関に対する形式的訴えについて、判決をもって裁定する権限を、憲法裁判
所に付与することができる。
⑥　第 1項、第 2項第 3号及び第 3項から第 5項までで定める法律は、第 4

条最終項で定める多数で可決する。
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　　　第 3 節　利害抵触の予防及び解決について
第 143 条〔利害抵触の予防及び解決〕
§1　それぞれの権限行使において、連邦、共同体、地域圏及び合同共同体委
員会は、利害抵触を避けるために、連邦への忠誠を遵守して行動する。

§2　元老院は、法律、デクレ及び第 134条で定める法規範によって立法を行
う議会間の利害抵触について、第 4条最終項で定める多数で可決される法
律が定める要件及び態様に従い、意見表明する。

§3　第 4条最終項で定める多数で可決される法律は、連邦政府、共同体及び
地域圏政府並びに合同共同体委員会合同執行部の間の利害抵触を予防し解
決する手続を定める。

§4　§2及び §3で定める手続は、課税根拠、課税料金、免除又は法人税計算
に関与するあらゆる他の要素に関する、法律、命令、規則、行為及び決定
には適用しない。
　経過規定
　　利害抵触の予防及び解決に関して 1980年 8月 9日制度改革普通法を適
用する。同法は、§2及び §3の法律によらなければ、廃止、補完、修正又
は代替することができない。

　　第 6 章　司法権について
第 144 条〔司法権の権限〕　民事上の権利を対象とする訴訟は、裁判所の専
属的管轄とする。
②　ただし、法律は、法律の定める態様に従い、国務院又は連邦行政裁判所
に、その判決の民事上の効力について裁定することを授権することができ
る。

第 145 条〔司法権の権限〕　政治的権利を対象とする訴訟は、法律の定める
例外を除き、裁判所の管轄とする。

第 146 条〔裁判所設置法定主義〕　いかなる裁判所も、いかなる裁判機関も、
法律によらなければ設置することができない。その名称がいかなるもので
あれ、委員会も特別裁判所も設置することができない。
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第 147 条〔破毀院〕　ベルギー全国を管轄として、破毀院を置く。
②　破毀院は、事件の事実審理を行うことができない。
第 148 条〔裁判の公開〕　裁判所の審理は公開とする。ただし、この公開が
公の秩序又は善良の風俗を害するときはこの限りではない。この場合、裁
判所は、判決をもってその旨を宣言する。
②　〔略〕
第 149 条〔判決理由付記等〕　すべての判決は理由を付記する。判決は、法
律で定める態様に従って公表する。刑事事項に関しては、判決の主文は公
開法廷で宣告する。

　　第 7 章　国務院及び行政裁判所について
第 160 条〔国務院〕　ベルギー全国を管轄として、国務院を設置し、その構
成、権限及び運営は法律により定める。ただし、法律により、法律の定め
る原則に従い手続を規律する権限を国王に付与することができる。
②　国務院は、行政裁判所として判決をもって裁定し、また、法律の定める
場合において意見を付与する。
③　本項と同じ日に発効する国務院行政訴訟部の総会についての準則の修正
は、第 4条最終項で定める多数決で可決された法律によってしか行うこと
ができない。
　経過規定
　　本条は 2012年 10月 14日に発効する。
第 161 条〔行政裁判所〕　いかなる行政裁判所も、法律によらなければ設置
することができない。

3.　国務院に関する 1973 年 1 月 12 日再編法律
（2016 年 8 月 16 日最終改正、2016 年 9 月 24 日以降から適用）

　第 1 編　制度について
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第 1 条〔国務院〕　立法部と行政訴訟部から成る国務院を置く。

　第 2 編　立法部の権限について
第 2 条〔立法議会の議長による立法規範案の任意的諮問と義務的諮問〕
§1　立法部が、元老院議長、代議院議長、共同体の議会議長及び地域圏の議
会議長、ブリュッセル制度に関する 1989年 1月 12日特別法第 60条第 2

項及び第 4項でそれぞれ定められるフランス共同体委員会の議会議長、又
は、合同共同体委員会の合同議会議長によって付託される、すべての執行
府提出若しくは議員提出の法律案、デクレ案及びオルドナンス案、又は、
これらの案に対する修正案のテクストについて、立法部は理由付意見を付
与する。
②　意見の要求が執行府提出若しくは議員提出法律案、又はこれらの案に対
する修正案に関するものであるとき、立法部は、職権で、当該テクストが、
憲法第 74条、第 77条又は第 78条で定める事項を対象としているかどう
かを審査する。

§2　§1で定める立法議会の議長は、当該立法議会の構成員の少なくとも 3

分の 1が規則の定める方式に従い要求するときは、議員提出の法律案、デ
クレ案及又はオルドナンス案、及び、執行府提出案及び議員提出案に対す
る修正案について立法部に意見を求めなければならない。

§3　元老院議長、代議院議長、ブリュッセル制度に関する 1989年 1月 12日
特別法第 1条及び第 60条でそれぞれ定める〔ブリュッセル首都地域圏〕
議会の議長又は合同共同体委員会合同議会の議長は、当該立法議会の言語
グループのメンバーの多数が規則の定める方式に従い要求するときは、議
員提出の法律案又はオルドナンス案及び政府提出案若しくは議員提出案に
対する修正案について立法部に意見を求めなければならない。

§4　その要求が、憲法第 82条で定める両院協議会を組織し、国務院に関す
る再編法律を改正する 1995年 4月 6日法律第 16条に適合して行われると
き、代議院議長又は元老院議長は、同様に、政府提出法律案、議員提出法
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律案、又は、第一表決の際に採択された修正案について立法部に意見を求
めなければならない。

第 3 条〔執行府による執行府草案の義務的諮問、協議委員会〕
§1　特別に理由のある緊急性の場合、並びに、予算、会計、公債、国有化及
び軍の召集に関する執行府提出案を除き、大臣、共同体の執行府構成員又
は地域圏の執行府構成員、1989年 1月 12日特別法第 60条第 2項及び第 4

項でそれぞれ定めるフランス共同体委員会の執行府構成員及び合同共同体
委員会の合同執行府構成員は、それぞれの事項に関して、すべての法律、
デクレ若しくはオルドナンスの執行府草案又は命令案のテクストを、立法
部の理由付意見に付する。意見の要求は、立法部に必要な説明を要求する
ために大臣が指名する代理者又は公務員の名前に言及する。〔執行府草案
に対する〕立法部の意見及び執行府草案は、法律、デクレ又はオルドナン
スの執行府提出案の理由書に附属する。〔命令案に対する〕立法部の意見
は、国王、〔共同体及び地域圏の〕執行府、フランス共同体委員会の執行
府及び合同共同体委員会の合同執行府への報告書に附属する。
②　ブリュッセル地域の諸権限、フランス共同体委員会の諸権限及びフラマ
ン共同体委員会の諸権限にそれぞれ関係する、ブリュッセル首都地域圏の
執行府又は合同共同体委員会の合同執行府の規則及び命令案は、立法部の
意見に付されない。
③　フランス共同体委員会執行府に関しては、憲法第 138条を適用して移管
される事項に関する命令のみが立法部の意見に付される。

§2　法律、デクレ又はオルドナンスの執行府草案に関して緊急性が援用され
るとき、それにもかかわらず、立法部意見は、要求され、執行府草案が、
場合に応じて、国家、共同体又は地域圏から生じる事項を対象としている
かどうかの点を対象とする。
②　法律の政府草案に関して緊急性が援用されるとき、立法部意見は、同様
に、当該テクストが憲法第 74条、第 77条又は第 78条で定める事項を対
象としているかどうかの点を対象とする。

§3　立法部意見によると、法律、デクレ若しくはオルドナンスの執行府草案
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又は議員提出案、及び、修正案又は修正草案が、場合に応じて、国家、共
同体又は地域圏の権限を踰越するとき、この執行府草案、議員提出案又は
修正案は、1980年 8月 9日制度改革通常法第 31条で定める協議委員会に
付託される。

§4　協議委員会は、40日以内に、かつ、コンセンサス方式に従って、権限
の踰越があるかどうかの問題について意見を付与する。その意見は理由を
付される。
②　協議委員会が権限の踰越があると判断するとき、協議委員会は、場合に
応じて、連邦政府、管轄する共同体の執行府若しくは地域圏の執行府、フ
ランス共同体委員会の執行府又は合同共同体委員会の合同執行府に、執行
府草案を訂正し、又は、執行府草案若しくは議員提出案を付託された立法
議会に、協議会が決定し、その権限の踰越を止めさせる修正案を提出する
ように求める。

第 3 条の 2〔立法規範を改廃する王令案の立法部意見への付託〕
§1　現行の立法〔規範の〕規定を廃止し、補完し、修正し又は代替させうる
王令案は、立法部の理由付意見に付される。
②　前項の意見は、国王への報告書及び報告書が附属する王令と同時に、公
示する。
③　王令、立法部意見、国王への報告書及び立法部意見に付された王令案の
テクストは、ベルギー官報での公示の前に、代議院議長及び元老院議長に
通知する。

§2　本条 §1で定める王令案について、第 3条 §1で予定される緊急性は援用
することができない。

第 4 条〔執行府構成員による立法規範案の任意的諮問〕　大臣、共同体の執
行府構成員又は地域圏の執行府構成員、ブリュッセル制度に関する 1989

年 1月 12日特別法第 60条第 2項及び第 4項でそれぞれ定めるフランス共
同体委員会の執行府構成員及び合同共同体委員会の合同執行府構成員は、
それぞれの事項に関して、法律、デクレ又はオルドナンスのすべての議員
提出案、及び、法律、デクレ若しくはオルドナンスの政府提出案又は議員
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提出案に対する修正案について、立法部の理由付意見を求めることができ
る。
②　第 3条 §3及び §4は、場合によって、前項の定める立法部の理由付意見
を適用することができる。

第 5 条〔労働担当大臣による任意的諮問〕　その諸権限において労働を担当
する大臣は、立法部に対して、最長 15日の期間内で、労働協約を義務化
する王令案について立法部の意見を求めることができる。

第 5/1 条〔遅滞のない意見公開〕　国務院は、遅滞なく、公衆にアクセス可
能な電子情報ネットワークの方法で、国務院が答申し、本編で定められて
いる意見の公開を確保する。
②　国務院は、意見が対象としているテクストの全体をその意見に附属させ
る。

第 5/2 条〔例外〕　第 5/1条の例外として、意見が法律、デクレ又はオルド
ナンスの執行府草案に附属するとき、その意見の公開は、その執行府草案
から生じた執行府案の〔立法議会への〕提出のときにしか行われない。
②　意見が執行府又は議員提出法律案に対する修正案に附属するとき、その
意見の公開は、その修正案の〔立法議会への〕提出のときにしか、又は、
その意見が提出より後に求められた場合にはその意見が要求を行った立法
議会に送付されるときにしか行われない。
③　意見が命令案又は労働協約を義務化する命令案に附属するとき、その意
見の公開は、命令がベルギー官報で公表されるときにしか行われない。

第 5/3 条〔例外〕
§1　〔国会に〕提出されていない政府提出法律草案、この政府提出法律草案
に対する修正案及びベルギー官報で公表されていない連邦命令案を対象と
する意見、並びに、これらの政府提出法律草案、修正案、連邦命令案のテ
クストは、代議院の解散後に公表される。

§2　〔立法議会に〕提出されていないデクレ又はオルドナンスの執行府草案、
この執行府草案に対する修正案及びベルギー官報で公表されていない共同
体命令案並びに地域圏命令案を対象とする意見、並びに、これらの執行府



成城法学 87 号（2020）

182

草案、修正案、共同体命令案及び地域圏命令案のテクストは、当該地域圏
又は共同体の合意を伴ってしか、公表することができない。

第 5/4 条〔意見公開の態様を定める王令〕　国王は、国務院の第一長官及び
首席聴聞官の共同意見を聴いた後に定められる命令により、第 5/1条で定
める電子情報ネットワークの設計及び設置の具体的な態様を定める。本条
で問題となる意見の要求の後 6か月以内にいかなる意見も作成されなかっ
たときは、国王は、当該意見を受領することなく、命令を作成することが
できる。

第 6 条〔立法部による執行府草案の起草〕　首相、共同体又は地域圏執行府
の長、ブリュッセル制度に関する 1989年 1月 12日特別法第 60条第 2項
及び第 4項でそれぞれ定めるフランス共同体委員会執行府の長及び合同共
同体委員会合同執行府の長は、それぞれの事項に関して、自身がその事項
及び内容を決定する法律、デクレ、オルドナンス、命令、規則又は修正案
の執行府草案のテクストを起草することを立法部に負わせることができ
る。

第 6 条の 2〔立法部による立法の再編、法典化及び簡易化〕　首相、共同体
又は地域圏執行府の長、ブリュッセル制度に関する 1989年 1月 12日特別
法第 60条第 2項及び第 4項でそれぞれ定めるフランス共同体委員会執行
府の長及び合同共同体委員会合同執行府の長は、それぞれの事項に関して、
自身が指定する立法を再編し、法典化し又は簡易化することを、第一長官
を通じて、調整部局に要求することができる。
②　調整部局は、立法部にその案を付し、立法部がその案を理由付意見とと
もに首相又は両議院のいずれかの議長に送付する。

　第 3 編　行政訴訟部の権限について
第 7 条〔行政訴訟部の判決による裁定〕　行政訴訟部は、本法律及び個々の
諸法律において定める場合において、判決の方法で裁定する。
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　　第 1 章　理由付き意見
第 8 条　（削除）
第 9 条　（削除）
第 10 条　（削除）

　　第 2 章　判決
第 11 条〔損害賠償請求の判決〕　他の管轄する裁判所が存在しないときは、
行政訴訟部は、公益及び私益のすべての状況を考慮して、行政機関によっ
て引き起こされた特別な、精神的な又は肉体的な損害の補填に関する賠償
請求について、判決の方法で公正に意見表明する。
②　賠償請求は、行政機関が賠償の申請を全部又は分的に拒否した、又は、
この申請を裁定することを 60日間放置した後にしか、受理することはで
きない。

第 11 条の 2〔損害賠償請求の提起〕　第 14条 §1又は §3を適用して、行為、
命令又は拒否の暗示的決定の取消しを求めるすべての当事者又は訴訟参加
人は、当事者又は訴訟参加人が存在する公益及び私益を考慮して、行為、
命令又は拒否の暗示的決定の違法性を理由に損害を被っているときは、当
該行為者の負担での賠償金を判決の方法で自身に給付することを行政訴訟
部に請求することができる。
②　賠償請求は、違法性を確定した判決の通知の日から遅くとも 60日以内
に提起される。違法性を確定した判決の通知の日から 12か月以内に賠償
請求について裁定される。
③　第 38条を適用する場合、賠償請求は、訴えの手続を終了した判決の通
知の日から遅くとも 60日以内に提起されなければならない。訴えの手続
を終了した判決の通知の日から 12か月以内に賠償請求について裁定され
る。
④　賠償請求を提起した当事者は、当該損害の補填を得るためにもはや民事
責任を問う訴訟を提起することはできない。
⑤　民事責任を問う訴訟を提起する又は提起したすべての当事者は、当該損
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害についての賠償を行政訴訟部にもはや提起することはできない。
第 12 条〔州及び市町村の行政機関・公施設法人の諸権限の裁定〕　行政訴訟
部は、州及び市町村の機関又は公施設法人のそれぞれの権限に関する問題
について判決の方法で解決する。
②　この問題は、すべての関係する行政機関によって行政訴訟部に提起され
うる。

第 13 条〔行政裁判所の判決の矛盾を予防し解決する訴訟の裁定〕　行政訴訟
部は、自身の所管に属する行政裁判所の間における判決の矛盾を予防し、
解決することを目的とする訴えについて判決の方法で裁定する。

第 14 条〔取消しの訴え・破棄の訴え等〕
§1　訴訟が法律により他の裁判所に付与されていないとき、行政訴訟部は、
以下に掲げる諸機関の行為又は命令に対して申し立てられた、実質的な、
又は、権限の無効、逸脱若しくは濫用を援用した形式の違反を理由とした
取消しについて判決の方法で裁定する。
　一　多様な行政機関
　二　立法議会若しくは立法議会の下で指定された仲介人を含むその諸機

関、会計検査院、憲法裁判所、国務院及び行政裁判所、並びに、司法権
の諸機関と公的契約、その構成員、及び公的職務における採用、指名、
任命又は懲戒的性質を有する措置に関しては司法高等評議会の諸機関

②　第 1項で定める違法性は、行われた決定の内容にその場合に影響を及ぼ
しえたとき、当事者からある保障を奪ったとき、又は、行為者の権限に悪
影響を及ぼす効果を有しているときにしか、取消しを生じさせることはで
きない。
③　憲法第 159条は、同様に、第 1項第 2号で定める行為及び命令に適用す
る。

§2　行政訴訟部は、行政裁判所によって終審でなされた訴訟的決定に対し
て、法律違反を理由として、又は、実質的な若しくは無効を援用した形式
の違反を理由として申し立てられた破棄の訴えについて判決の方法で裁定
する。この場合において、行政訴訟部は、事案の内容について管轄しない。
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§3　行政機関が裁定することを義務付けられ、かつ、行政機関に当事者に
よって通知された裁定催促の日から 4か月の期限満了後に決定が行われて
いないときは、当該行政機関の沈黙は、訴えの却下判決を構成すると見な
される。この規定は、異なる別の期間を創設し又は行政機関の沈黙に異な
る効力を付与する特別の諸規定を害しない。

第 14 条の 2〔国家、共同体及び地域圏に関する協議等の取扱い〕　当該再編
法律第 14条の適用のために、国家、共同体及び地域圏間の関係に関し、
かつ、憲法第 39条、第 127条 §1、第 128条 §1、第 129条 §1、第 130条
§1、第 135条、第 136条第 1項、第 140条、第 175条、第 176条及び第
177条の執行のために制定される法律により又はこれに基づいて予定され
ている協議、協力、情報通知、意見、拘束的意見、合意、制度改革に関す
る 1980年 8月 8日特別法律第 92条の 2で定める協力援助合意を除いた共
通合意、及び、提案は、実質的な形式と見なされる。
②　ただし、自然人、及び、国家、共同体、地域圏及びブリュッセル制度に
関する 1989年 1月 12日特別法律第 63条で定める事項に関して合同共同
体委員会を除いた法人は、前項で定める形式の違反を援用することはでき
ない。

第 14 条の 3〔取消しの対象となる行為又は命令の効力の提示〕　相手方当事
者又は訴訟参加人の要求に基づき、かつ、行政訴訟部が必要と判断すると
きは、行政訴訟部は、取消しの対象となる個別の行為の効力を相手方当事
者又は訴訟参加人に対して示し、又は、確定的なものとして若しくは行政
訴訟部が定める期間について一時的に維持されるものとして見なされなけ
ればならない取消しの対象となる命令の効力を相手方当事者又は訴訟参加
人に対して一般的措置の方法で示す。
②　第 1項で定める措置は、適法性原理を害することを正当化する例外的理
由により、かつ、この点について対審を経た後に特別に理由を付された決
定によってしか命じることはできない。

第 15 条〔行政訴訟部の破棄判決の効力〕　破棄判決の後に国務院によって差
戻しを付託された行政裁判所は、国務院が判断した法的な点について国務
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院の破毀判決に従う。
第 16 条〔行政訴訟部のその他の所管事項〕　行政訴訟部は、以下について判
決の方法で裁定する。
　一　州選挙の組織に関する 1921年 10月 19日法律第 4編、市町村選挙に
関する法律第 5編と第 6編及びそこで言及されている諸規定、並びに、
市町村の統合及び連合を組織化する 1971年 7月 26日法律第 33条によっ
て、選挙事項に関して予定されている終審で管轄する訴えについて

　二　（削除）
　三　公的援助委員会によって同意された救援の受け入れに関する 1965年

4月 2日法律第 15条及び第 19条で定める訴えについて
　四　社会的援助の公共施設の組織に関する法律第 18条、第 21条及び第

22条で定める訴えについて
　五　市町村に関する法律第 151条第 3項で定める紛争について
　六　2つの水準で統合され構造化された警察部局を組織化する 1998年 12

月 7日法律第 18条の 4及び第 21条の 3で定める訴えについて
　七　連邦議会の選挙についてかかる選挙費用の限界及び統制並びに政党の

財政運営及び公開適合性に関する 1989年 7月 4日法律第 15条の 3を適
用して申し立てられる請求について

　八　国務院に帰属するすべての裁判所の他のあらゆる訴えについて
②　行政訴訟部の判決は、行政機関又は行政裁判所によってなされた決定を
修正することができる。この場合において、判決はこの決定に代替する。

第 16 条の 2　（削除）

　　第 3 章　行政急速審理
第 17 条〔執行停止及び一時的措置〕
§1　行政訴訟部は、第 14条 §1及び §3に基づいて取り消される可能性のあ
る行為又は命令の執行停止を訴訟当事者又は正当に召喚された当事者に判
決により命じ、また、事案の解決に利益を有する当事者又は人物の利益を
保護するためにあらゆる必要な措置を命じる権限を唯一有する。
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②　この執行停止又は一時的措置は以下の場合いつでも命じることができ
る。
　一　取消の事案の取り扱いと両立しない緊急性が存在する場合
　二　行為又は命令の取消しを正当化する一応の可能性のある重大な事由が

少なくとも存在する場合
③　第 1項及び第 2項の規定は例外として、執行停止又は一時的措置は、第

24条で定める報告書の提出の後には請求することはできない。ただし、
利益を有するすべての当事者は、この場合において、訴えを付託された部
会の長に、緊急事案の決定を得る目的で理由付きの請求を通知することが
できる。報告書の提出後及びその通知の間に提起された執行停止又は一時
的措置の請求は、理由付き請求の中に記載される。部会の長は、この請求
について命令により意見表明する。緊急性が正当化されたときは、部会の
長は、短期間に、かつ、遅くとも 2か月以内に請求の受領について事案を
決定し、請求の趣意書の提出についての期限を修正することができる。

§2　執行停止又は一時的措置の訴えは、その起草者によれば、この訴えに依
拠して援用される緊急性を正当化する事実報告書を含むものとする。
②　相手方当事者又は訴訟参加人の請求により、行政訴訟部は、公的利益を
含めた、侵害されるおそれのあるすべての利益についての執行停止又は一
時的措置の蓋然性のある諸帰結を考慮し、また、その消極的諸帰結がその
利益に対して明らかに不均衡に優位しうるときは、執行停止又は一時的措
置の請求に同意しないことを決定することができる。
③　行政訴訟部が緊急性の欠如を理由に執行停止又は一時的措置の請求を却
下するとき、新たな請求が、この請求の緊急性を正当化する新たな要素に
依拠するときにしか、導入することはできない。行政訴訟部は、さらに、
新たに援用される唯一の要素が時間の経過に存する場合にしかいかなる執
行停止又は一時的措置の請求も提起することができない期間を定めること
ができる。

§3　執行停止又は一時的措置の請求に関する決定は、いかなる異議やいかな
る第三者異議の対象にはならず、また、それ以上修正の対象にもならない。
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②　執行停止又は一時的措置が命じられた決定は、当事者の請求により撤回
又は修正される可能性がある。

§4　§1で定める執行停止又は一時的措置の請求の取り扱いの期間と両立し
ない過度の緊急性を有する場合において、執行停止又は一時的措置は、取
消しの訴えの提起の前であっても、§1で定める執行停止又は一時的措置
について適用される手続の適用を除外する手続に従い、命じられうる。
②　場合によっては、これらの執行停止又は一時的措置は、すべての当事者
が召喚されることなく、命じられうることさえある。この場合において、
執行停止又は一時的措置を命じる決定は、執行停止又は一時的措置の確認
について裁定する部会に短期間で当事者を召喚する。
③　行為又は命令の取消しの訴えの定期の前に命じられた執行停止又は一時
的措置は、それらを正当化した理由を援用するいかなる取消しの訴えも手
続規則により定められた期間において提起されなかったときは、すぐに効
力を失う。

§5　部会の長又は部会の長が指名する国務評定官は、45日以内に執行停止
又は一時的措置について裁定する。執行停止又は一時的措置が命じられた
ときは、その決定が表明された日から 6か月以内に取消しの訴えについて
裁定される。

§6　行政訴訟部は、国王によって決定された加速手続に従い、執行停止若し
くは一時的措置を命じ又は一時的執行停止若しくは一時的措置を確認する
判決の通知の日から 30日内に、相手方当事者又は事案の解決に利益を有
する当事者が手続継続の請求を提起しなかったときは、行為又は命令を取
消すことができる。

§7　行為若しくは命令の執行停止の請求又は一時的措置の請求が却下され、
訴訟当事者が、決定の通知の日から 30日以内に手続継続のいかなる請求
も提起しないときは、訴訟提起者の頭に審理の取下げがあるものと推定す
る。

§8　行為若しくは命令の執行停止又は一時的執行停止、又は、一時的措置を
命じる判決は、訴訟提起者の請求により、当該機関に対する強制を課すも
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のとする。この場合において、第 36条 §2から §5までが適用される。
§9　執行停止又は一時的措置が権限濫用を理由に命じられるときは、事案は
行政訴訟部の総会に移送される。
②　総会が対象となっている行為又は命令を取り消さないときは、執行停止
又は一時的措置は、その効力を直ちに中断する。この場合において、事案
は、他の生じうる理由についての審査のために、最初に付託された部会に
移送される。

§10　内容について裁定する管轄する部会が訴えの対象となっている行為又
は命令を取り消さないときは、当該部会は命じられた執行停止又は一時的
措置を中断させる。

第 18 条　（削除）

　第 4 編　（削除）

　第 5 編　手続について
　　第 1 章　行政訴訟部での手続について
第 19 条〔行政訴訟部での手続に関する諸事項〕　第 11条、第 12条、第 13

条、第 14条及び第 16条第 1号から第 8号までで定められる請求、問題、
取消しの訴え及び破棄の訴えは、損害又は利益を正当化するすべての当事
者によって行政訴訟部で提起することができ、また、国王によって定めら
れた形式及び期間の下で行政訴訟部に書面で付託する。
②　第 14条 §1で定める訴えについての所定の期間は、個人に対する行為又
は決定の行政機関による通知がこの訴えの存在並びに尊重すべき形式及び
期間を指示しているときにしか、進行しない。この要件が満たされていな
いとき、所定の期間は、利害関係者が個人に対する行為又は決定を通知さ
れた後に、4か月間進行する。

③　法律、デクレ又はオルドナンスによって調停者の機能を付与された人物
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の下で、第 14条第 2項で定める所定の期間内に、第 14条 §1の意味での
訴えを生じさせうる行為又は命令に対して異議が提起されたとき、この期
間〔時効〕は、この異議の申立人については中断する。この期間が経過し
ない〔時効が中断しない〕当事者は、異議の申立人がその異議を取り扱わ
ない又は却下する決定を通知されたときから、又は、その決定がもはや早
くに行われなかったときには異議の提起の日から 4か月の期間満了後に、
〔その時効が〕進行する。この後者の場合において、異議の申立人は、当
該調停者の証言によりこれを証明する。
④　当事者は、弁護士の席次表に記載され又は研修生名簿に基づいて弁護士
に、及び、司法法典の諸規定に従って、弁護士の職務を行使することを授
権された欧州連合の構成員国家の自国民に、代表させ又は補佐させること
ができる。弁護士は、常に、第 30条で定める王令によって決定される要
件の下で、事案の文書を書記局に通知し、上告補充書を提出する権利を有
する。
⑤　破棄の訴えは、訴えに署名しなければならない第 4項で定める人物の補
佐なく提起することができない。
⑥　反対の証明がなければ、弁護士は自身が代表している訴えを提起できる
当事者によって委任されたものと見なす。

第 20 条〔破棄の訴えに関する手続〕
§1　第 14条 §2で定める破棄の訴えは、以下の §2を適用して許可されると
宣言されるときにしか、取り扱われない。

§2　それぞれの破棄の訴えは、その役割に着目して、訴えの観点に基づいて、
かつ手続の文書に照らして、許可手続に付される。
②　国務院が所管していない若しくはその裁判的管轄にない破棄の訴えは、
又は、目的のない若しくは明らかに受理されえない破棄の訴えは、許可さ
れると宣言されない。
③　訴えにより援用される理由が明らかに根拠づけられていないものでな
く、かつ、違反が、その違反が問題とされている判決の破棄に至りうる、
また、判決の射程に影響を及ぼしえたような性質を実効的に有している限



ベルギー国務院関係法令集

191

りにおいては、法律の違反、又は、形式準則の違反、実質的な違反若しく
は無効の留保が規定されている違反を援用する破棄の訴えのみが許可を宣
言される。
④　国務院が所管していない若しくは破棄の訴えについて裁定する裁判的完
結権を有していないことはなく、又は、目的の内若しくは明らかに受理さ
れえないものではないもので、かつ、その行政訴訟部による審査が第 14

条 §2で定める行政裁判所又は国務院の中の判例の統一性を確保する必要
があることが明らかである破棄の訴えは、同様に許可を宣言される。

§3　第一長官、長官、部会長、又は、行政訴訟部に責任を負う専門集団長に
よって指名される国務評定官の資格で少なくとも 3年の在職年数を有する
国務評定官は、裁判所文書の受領の日から 8日以内に、公開審理及び当事
者の聴聞なく、破棄の訴えについての許可について命令の方法で意見表明
する。訴えの受領後ただちに、主任書記官は、その判決が破棄の訴えによ
り異議を唱えられた行政裁判所に裁判所文書を通知することを請求する。
当該行政裁判所は、国務院の通知の請求の日から平日 2日以内に文書を通
知する。
②　破棄の訴えの許可を拒否する命令は、簡潔にその拒否を理由付ける。
③　当該命令は、閣議で審議決定された王令により定められた態様に従って、
上告当事者に直接送達される。この王令は、同様に、第 14条 §2で定める
当該行政機関への措置及び目的の通知が満たされる場合、この通知が行わ
れる形式及び要件、並びに、この命令がこの当事者にとって完全にアクセ
ス可能な方法を定めることができる。
④　いかなる異議もいかなる第三者異議も、当該規定に基づいて表明される
命令に対して提起することはできず、この命令はそれ以上修正の対象とは
ならない。

§4　破棄の手続は、破棄の訴えが当該規定を適用して許可される宣言される
ときに、開始される。訴えが係争中である部会は、§3で定める命令の日
から 6か月以内に破棄の訴えについて意見表明する。

§5　国王は、閣議で審議決定される王令により、圃場で定める破棄に関する
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許可の審査に関する手続を定める。
第 21 条〔趣意書・反論趣意書・上告補充書等の提出など〕　当事者がその趣
意書、その行政文書又は行政訴訟部によって要求される書類若しくは情報
を移送しなければならない期間は、閣議で審議決定された王令により定め
る。
②　訴訟提起者が、反論趣意書又は上告補充書の送付について定められてい
る期間を遵守しないときは、行政訴訟部は、遅滞なく、その請求により聴
聞される当事者を決定し、要求されている利益の欠如を確認する。
③　相手方当事者が定められた期間に業氏江文書を移送しないときは、訴訟
提起者によって援用されている事実は、その事実が明らかに不正確なもの
とされない限り、証明されたものと見なされる。
④　行政文書が相手方当事者によって保持されていないとき、相手方当事者
は遅滞なく、訴えを付託された部会にそのことを通知する。
⑤　職権により、又は、指名された聴聞官団の構成員の請求により若しくは
当事者の請求により、部会は、第 36条に適合して侵害を理由づける行政
文書の提出を命じることができる。
⑥　相手方当事者によって提起される趣意書は、第 1項に適合して定められ
た期間において提起されないときは、職権により討議から退けられる。
⑦　訴訟当事者が、聴聞官の報告書の通知の日から、又は、第 30条 §1第 3

項が適用されかつ訴えの却下又は不受理の宣言が提案された通知の日から
30日以内に手続継続のいかなる請求も提起しないときは、訴訟提起者の
頭に審理の取下げがあるものと推定する。

第 21 条の 2〔第三者関与〕　事案の解決に利益を有する者は、その事案に関
与することができる。部会は、職権により又は指名された聴聞官団の構成
員若しくは当事者の請求により、その出席が当該訴訟に必要である人物の
関与を求めることができる。
②　訴えを指示する関与者は、審理中の提起されている運多恵において提起
しかされている理由以外の理由を提起することはできない。

第 22 条〔証拠調べ〕　証拠調べは、書面により行う。
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②　ただし、行政訴訟部は、当事者を召喚し、聴聞することができる。
第 23 条〔行政機関との連絡〕　行政訴訟部は、自身が必要と評価するすべて
の機関及び行政と Eメールにより直接連絡を取る。
②　行政訴訟部は、前項の機関及び行政に、自身が裁定することを求められ
ている事案に関する書類及び情報を通知させる権利を有する。

第 24 条〔報告書〕　国王は、聴聞官団の構成員により事案について書面で作
成された報告書が提出されなければならない期間、及び、この期間が短縮
又は延長されうる態様を定める。
②　場合によっては、報告書は、不受理の事由、又は、訴訟の解決を可能と
する内容上の理由のみに限定することができる。
③　第 2項を適用した後に、報告書の結論が訴訟を解決することを可能にし
ないと思われるときは、その判決において、部会は、場合に応じて、自身
が明確にする 1つ若しくは複数の理由又は抗弁の審査、又は、自身がその
判決において命じる証拠調べを含んだ訴えの事後的審査を聴聞官団に担わ
せることができる。

第 25 条〔調査・証人〕　調査の必要があるとき、行政訴訟部は、公開審理に
より、又は、国務院構成員若しくは統括聴聞官により指名された聴聞官団
の所管構成員が、その調査を行うことを命じる。
②　部会又は統括聴聞官は、証人が宣誓の下で聴聞されることを命じること
ができる。この場合、証人は以下のように宣誓する。
　「私は名誉と良心にかけてすべて真実のみを言い、真実以外の何物も言わ
ないことを誓います。」（フランス語、オランダ語又はドイツ語で）
③　証人は、証人の地位につくこと求める書簡により召喚される。本条を適
用して証人として聴聞されるすべての召喚された証人は、召喚に出頭し、
応じる義務を負う。出頭、宣誓又は証言の拒否は、26ユーロから 100ユー
ロの罰金に処す。
④　不出頭又は宣誓の下での証言拒否に関する議事録は、証人が聴聞される
はずであった区の王室検事に通知され、移送される。
⑤　民事に関する偽証及び証人の買収に関する刑法典の諸規定は、本条で定
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める調査手続に適用する。
第 26 条〔審理期間の延長〕　事案が判決又は意見が生じなければならない命
令上の期間の満了後にも解決できないときは、行政訴訟部は、理由付き決
定により、必要とされる限りにおいてこの期間を延長することができる。
この延長は、必要があるときは、延長の全体の期間が組織的命令において
定められた期間の 2倍を超えない限りにおいて、更新することができる。

第 26 条の 2〔1980 年 8 月 8 日特別法律が定める訴えについての手続〕　行政
訴訟部は、制度改革に関する 1980年 8月 8日特別法律第 81条 §4又は §5

で定める命令の取消しの訴えについて、判決の方法により 6か月以内に裁
定する。

第 27 条〔法廷の公開・非公開〕
§1　第 11条、第 11条の 2、第 14条、第 16条、第 17条、第 18条及び第 36

条に基づいて構成される行政訴訟部の法廷は、その公開性が秩序又は風俗
に対するおそれのない限りにおいて、公開される。この場合において、行
政訴訟部は、理由付き決定によりこれを宣言する。
②　行政訴訟部の法廷は、当事者が第 21条第 2項を適用して聴聞されるこ
とを請求しないとき、もはや公開されない。

§2　外国人訴訟評議会の判決に対する破棄の訴えが係争中である国務院の部
会の長、又は、部会の長によって指名される国務評定官は、職権により又
は当事者の一方の請求により、事案が非公開で審査されることを命じるこ
とができる。
②　前項の国務院の部会の長は、同様に、行政文書が、外国人の領土へのア
クセス、滞在、居住及び離反に関する 1980年 12月 15日法律第 39/64条
を適用して、機密と認められた書類を含むときは、非公開での審査を命じ
ることができる。
③　前項で定めるような書類は、その手続行為の無効の留保の下で、いかな
る手続行為においても言及され、援用され、又は、非難されることはでき
ない。

第 28 条〔判決〕　すべての判決は理由を付せられる。すべての判決は、公の
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法廷で表明される。
②　中間的又は確定的判決は、閣議で審議決定された王令により定められた
態様に従い、当事者に通知される。この王令は、同様に、第 14条 §2で定
める当該行政機関への措置及び目的の通知が満たされる場合、この当事者
に限定される通知が行われうる形式及び要件、並びに、この判決が完全版
としてこの当事者にアクセス可能な方法を定めることができる。
③　国務院の判決及び第 20条 §3で定める命令は、公的に利用可能とする。
④　国務院は、閣議で審議決定される王令により定められる場合、形式及び
要件の下で、判決の公表を確保する。

第 29 条〔準用規定及び二重審査の禁止〕　裁判拒否に関する刑法典第 258条
は、第 11条、第 11条の 2、第 12条、第 13条、第 14条、第 16条、第 17

条、第 18条及び第 36条で定める方法において国務院構成員に適用する。
②　司法系列における裁判官及び評定官の忌避を規律する原則は、行政訴訟
部の構成員及び聴聞官団の構成員に適用する。さらに、行政訴訟部の構成
員及び聴聞官団の構成員は、自身が立法部の構成員として意見を答申した
テクストの命令及び規則に関連する、又は、自身が立法部において関与し
たテクストの命令及び規則に関して、取消し、執行停止及び一時的措置の
請求を管轄することはできない。

第 30 条〔閣議で審議決定される王令による規律〕
§1　第 11条、第 11条の 2、第 12条、第 13条、第 14条、第 14条の 3、第

16条、第 17条、第 30/1条、第 36条及び第 38条で定める場合において行
政訴訟部で従うべき手続は、閣議で審議決定された王令により定める。
②　第 1項で定める王令は、特に、第 11条及び第 14条で定める請求及び訴
えの提起についての所定の期間を定め、この期間は、少なくとも 60日以
上でなければならない。当該王令は、関与、異議及び第三者異議の行使の
要件並びに修正の訴えの行使の要件を定める。当該王令は、いかなる強制
もそれを超えて受けない訴訟総額を定める。当該王令は、費用、訴訟費用
及び料金の表を定め、これらの料金は、総額で 225ユーロを超えることが
できない。当該王令は、第二ライン法的援助の特典の貧窮者への付与を定
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める。当該王令は、当事者又はその弁護士が、当該事案が公開の法廷で取
り扱われるべきでないことを共同して決定することができる場合を定め
る。
③　第 1項で定める王令は、執行停止が命じられた後の取消しの訴えの審査
手続の特別な態様、決定により執行停止の請求が裁定された後に指名され
た聴聞官団の構成員が新たな報告書を作成する必要がない場合、及び、こ
れに関して従わなければならない準則を定める。
④　第 2項を適用して、訴訟が公開の法廷で取り扱われないとき、聴聞官団
は意見を付与しない。
⑤　第 2項の特例として、国王は、閣議で審議決定される王令により、第

14条 §2で定める破棄の訴えの所定のより短い期間を定めることができる
が、この期間は 15日を下回ることはできない。

§2　国王は、閣議で審議決定される王令により、目的のない訴え、又は、必
要な場合には第 19条に違反するような簡潔な討議しか求めない訴えの取
り扱いについての手続の特別準則を定める。この特別手続は、聴聞官がそ
の報告書で提案しているとき、又は、当事者の一方が、遅くとも法廷で、
執行停止の請求の審査の際に聴聞官によって提出された報告書の観点に基
づいて請求しているとき、実施することができる。
②　前項の適用を妨げることなく、国王はまた、諸部会の構成、並びに、必
要な場合には §1並びに第 14条、第 17条、第 18条、第 21条、第 21条の
2及び第 90条に違反するような外国人の領土へのアクセス、滞在、居住
及び離反に関する 1980年 12月 15日法律の特別準則を適用してとられた
決定に対して提起された訴えの期間及び手続に関する特別準則を定めるこ
とができる。国王は、さらに、簡潔な討議しか求めない訴えの取り扱いに
ついての特別準則を定めることができる。テロリズムを原因とする損害に
対する保障に関する 2007年 4月 1日法律第 6条で定める決定に対する訴
えは、簡潔な討議しか求めない事案として見なされる。
③　国王は、閣議で審議決定される王令により、執行停止の請求に依拠して
援用された緊急性が認められ、かつ、聴聞官がすべての理由を審査したと
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きに、第 38条で定める行政通達の適用により行為又は命令の取消しを回
避することを認める手続の特別準則を定めることができる。行政通達は、
相手方当事者が事前にその適用を受諾したときにしか適用することはでき
ない。

§2 の 2　国王は、閣議で審議決定される王令により、必要な場合には §1並
びに第 14条、第 17条、第 18条、第 21条、第 21条の 2及び第 90条に違
反するような財政部門及ぶ財政部局の監視に関する 2002年 8月 2日法律
第 122条及びベルギー国立銀行の組織的地位を定める 1998年 2月 22日法
律第 36/22条で定める訴えに適用される加速手続準則を定める。
②　国王は、特に、請求者が失権の留保の下で訴えを提起しなければならな
い期間、各当事者がその趣意書を通知しなければならない期間、及び、国
務院が決定しなければならない期間を定める。
③　国王は、部会の構成に関する特別準則を定めることができる。国王は、
前記 2002年 8月 2日法律第 122条及び前記 1998年 2月 22日法律第 36/22

条で定める訴えに従い、異なる準則を定めることができる。
④　国王は、請求者に対して、訴えの提起に先立って、FSMA指揮委員会又
はベルギー国立銀行の下で、場合に応じて、対象となる決定の撤回又は修
正を懇請するように強制することができる。

§2 の 3　国王は、閣議で審議決定される王令により、必要な場合には §1並
びに第 14条、第 17条、第 18条、第 21条、第 21条の 2及び第 90条に違
反するようなベルギー国立銀行の組織的地位を定める 1998年 2月 22日法
律第 36/45条で定める訴えに適用される加速手続の準則を定める。
②　国王は、特に、請求者が失権の留保の下で訴えを提起しなければならな
い期間、各当事者がその趣意書を通知しなければならない期間、及び、国
務院が決定しなければならない期間を定める。国王は、部会の構成に関す
る特別準則を定めることができる。

§3　行政訴訟部は、閣議で審議決定される王令により定められた加速手続に
従って、相手方当事者又は訴訟の規則に利益を有する当事者が取消しが提
案される聴聞官の報告書の日から 30日以内にいかなる手続継続の請求も
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提起しなかったとき、又は、取消しが提案された通知に対して §1第 3項
が適用されるとき、行為又は命令を取り消すことができる。

§4　国王は、閣議で審議決定される王令により、連邦議会の選挙についてか
かる選挙費用の限界及び統制並びに政党の財政運営及び公開適合性に関す
る 1989年 7月 4日法律第 15条の 3を適用して申し立てられる請求の取り
扱いについての期限及び手続の特別準則を定める。
②　行政文書及び訴えに依拠しての関与を取り扱っている第 19条、第 21条
及び第 21条の 2は、前記第 15条の 3を根拠とする手続には適用しない。

③　事案の解決に利益を有する当事者は被告として事案に関与することがで
き、請求について裁定する判決は、閣議で審議決定される王令により国王
によって定められる態様に従って、異議、第三者異議及び修正の対象とな
りうる。
④　国務院が執行停止の請求及び取消しの訴えを付託されるとき、かつ、執
行停止手続の間は、提訴者は〔取消しの訴えを〕取り下げ、又は、対象と
なる行為が取り下げられその結果としてもはや決定する必要がないとき
は、国務院は、手続継続の訴えを提起する必要もなく、執行停止の請求及
び取消しの訴えについて唯一のかつ同一の判決によって意見表明すること
ができ、また、それに附属する税金は支払う必要がない。
⑤　（削除）
§5 から §9　（削除）
第 30/1 条〔勝訴した場合における弁護士費用及び報酬の一括補償〕
§1　行政訴訟部は、当該訴訟において勝訴した当事者の弁護士費用及び報酬
における一括補償となる手続上の補償金を支給することができる。
②　フランス語及びドイツ語話者の弁護士会、並びに、「VlaamseBalies」協
会の意見を聴いた後に、国王は、閣議で審議決定される王令により、特に
事案の性質及び訴訟の重要性を考慮して、手続上の補償金の基礎、最小及
び最大の総額を算定する。

§2　行政訴訟部は、特別に理由の付された決定により、国王によって定めら
れた最大総額及び最小総額を超えない限りにおいて、補償金を引き下げ又
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はこれを引き上げることができる。その評価において、行政訴訟部は、以
下を考慮する。
　一　補償金の総額を縮小するために、敗訴した当事者の財政力
　二　事案の複雑性
　三　状況の明らかに非合理的な性格
②　敗訴した当事者が第二ラインの法的援助を受けるとき、手続上の補償金
は、明らかに非合理的な状況の場合を除いて、国王によって算出された最
小の総額とする。この点について、行政訴訟部は、その引き下げ又は引き
上げの決定を特別に理由づける。
③　複数の当事者が 1つ又は複数の敗訴した当事者に対する手続上の補償金
を享受するとき、その総額は、最大で、最も多い補償金を主張する根拠を
有する利益享受人だと主張しうる者に対する最大の手続上の補償金の二倍
とする。その総額は、行政訴訟部によって当事者間で分配される。
④　いかなる当事者も手続上の補償金の総額を超えて他の当事者の弁護士の
関与について補償金の支払いを義務付けられない。訴訟参加人は、この保
証金の支払い又は享受を拘束されえない。

第 31 条〔修正の訴え〕　対審でなされた判決は、修正の対象とのみなりうる。
修正の訴えは、判決以来、相手方当事者の事実によって取り上げられた決
定的証拠が回復されたとき、又は、判決が偽りと取り上げられ又は宣言さ
れた証拠に基づいてなされたときにしか、受理されない。
②　訴えの期間は、証拠若しくは取り上げられた証拠の存在の誤りが判明し
た日から進行する。

第 31 条の 2　（削除）
第 32 条〔却下の黙示的決定の場合等〕　却下の黙示的決定に対する取消しの
訴えの提起について、所定の期間は、第 14条 §3で定める 4か月の期間満
了の翌日から進行する。
②　4か月の期間満了後、行政機関が明示的な決定を行ったときは、取消し
の訴えは、いずれにせよ、手続上の規則により定められた通常期間におい
て、この明示的決定に対して申し立てられる。
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　　第 2 章　行政訴訟部の判決に対する訴えの方法
第 33 条〔無管轄を理由とした行政訴訟部判決の破毀院への上告〕　請求の管
轄が司法機関の諸権限の中にあるという理由によって請求を管轄すること
ができないことを行政訴訟部が決定する第 20条 §3で定める判決及び命令、
並びに、請求が司法機関の諸権限に属しているという理由を根拠として無
管轄の抗弁を行政訴訟部が却下する第 20条 §3で定める判決及び命令は、
破毀院に付託することができる。
②　上告は、司法法典に適合して提起される、利害当事者の訴えにより形成
される。王令は、手続上の形式及び期間を定める。破毀院は、合同部会で
決定する。
③　破毀院が、請求の管轄が司法機関の諸権限の中にあるという理由によっ
て請求を管轄することができないことを行政訴訟部が決定した第 20条 §3

で定める判決又は命令を破棄するときは、破毀院は、別に構成された行政
訴訟部において当該訴訟を付託し、この行政訴訟部は、破毀院によって判
断された法上の点について破毀院の決定に従わなければならない。

第 34 条〔行政訴訟部と司法裁判所の権限紛争〕　行政訴訟部及び司法系列の
控訴院又は裁判所が、同じ請求について互いに管轄している又は無管轄で
あると宣言するときは、この紛争についての権限分配の解決は、任意の当
事者により訴求され、民事に関する裁判官の規則について定める方法に従
い破毀院により判断される。ただし、権限分配の解決の判決は、合同部会
たる破毀院によってなされる。

第 35 条〔行政訴訟部の判決に対する他の訴え〕　他のあらゆる場合において、
行政訴訟部の判決は、第 30条 §1第 2項で定める訴えの対象にしかなりえ
ない。

　　第 3 章　判決の執行及び罰金強制
第 35/1 条〔違法性の回復措置〕　遅くとも最後の趣意書における当事者の一
方の請求により、行政訴訟部は、その取消判決の理由において、この取消
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しげと至らせた違法性を回復するためにとるべき措置を明示する。
第 36 条〔判決の執行及び罰金強制〕
§1　判決が関係する機関が新たな決定を行うことを含意しているとき、この
意味において請求を付託された行政訴訟部は、判決により、定められた期
間においてこの新たな決定を生じさせることを命じることができる。行
政訴訟部は、取消しが表明された訴えの当事者が、事前にかつ要請する書
簡により、当該機関に新たな決定をすることを催告し、かつ、取消判決の
通知の日から少なくとも 3か月経過したときは、事後の判決により、定め
られた期間においてこの新たな決定を生じさせることを命じることができ
る。
②　なされるべき新たな決定が相手方当事者と関連する権限から生じるとき
は、判決は、この新たな決定に代替する。
③　その判決が関係する機関が新たな決定を行うことに関与しないことを含
意しているとき、この意味において請求を付託された行政訴訟部は、この
ような無関与の義務を当該機関に命じることができる。

§2　関係する相手方当事者が §1に基づいて強制される義務を履行しないと
き、取消しが表明された訴えの当事者は、行政訴訟部に対して、罰金強制
を当該機関に課すこと、又は、罰金強制の留保の下で、取消判決から生じ
る無関与義務に違反してなされた決定を撤回することを当該機関に命じる
ことを請求することができる。
②　行政訴訟部は、全体的総額で、又は、時間の単位に若しくは違反に応じ
た総額で、罰金強制を定めることができる。

§3　罰金強制を表明した部会は、当該機関の訴えにより、罰金強制を取り消
し、その部会によって定められるべき期間の間その履行を停止し、又は、
当該機関が主要な違反行為について充足することが恒常的若しくは一時
的又は部分的に不可能である場合にその罰金強制を引き下げることができ
る。
②　罰金強制がすでに課せられた訴えの当事者は、相手方当事者が執拗にし
て取消判決を執行しない場合には、補完的な罰金強制を課すこと、又は、
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課せられる罰金強制を引き上げることを請求することができる。
§4　付託及び執行について取り扱った司法法典の第 5部の諸規定は、罰金強
制を課す判決の執行に適用する。

§5　§2で定める罰金強制は、罰金強制が課せられた訴えの当事者の請求に
より、及び、内務大臣の関与により執行される。罰金強制は、その半分に
ついては、国庫の一般歳入に充当される。もう半分は、罰金強制が課せら
れた訴えの当事者に割り当てられる。
②　この資金に付与されている諸手段は、行政判例の組織化の現代化につい
ても用いられる。

　　第 4 章　明らかに不当な訴えに対する罰金
第 37 条〔明らかに不当な訴えに対する罰金〕　聴聞官の報告書又は補完的報
告書の観点から、国務院が明らかに不当な訴えを理由とする罰金が正当化
されうると評価するとき、判決は、この目的のために、近接した日におけ
る法廷を設定する。
②　国務院が、破棄の訴えが第 20条を適用して不許可と宣言された後に、
第 1項で定める罰金が正当化されると評価するとき、不許可の決定を行っ
た国務院構成員以外の国務院構成員は、この目的のために、近接した日に
おける法廷を設定する。
③　判決は提訴者及び相手方当事者に通知する。
④　罰金を表明する判決は、いずれにせよ、対審によるものと見なされる。
⑤　罰金は、125ユーロから 2,500ユーロまでとする。罰金は、第 36条 §4

に適合して徴収される。
⑥　罰金の収益は、国庫の一般歳入に割り当てられる。
⑦　第 4項で定める総額は、消費価格指数の評価を考慮して、国王により修
正されうる。

　　第 5 章　（削除）
第 38 条から第 46 条　（削除）
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　第 6 編　国務院における言語の使用について
　　第 1 章　立法部での言語の使用について
第 47 条〔立法部意見の言語〕　テクストは立法部に付され、立法部意見は、
テクストが審署又は決定されるべき 1つ又は複数の言語で作成される。

第 48 条〔フランス語及びオランダ語で起草されたテクストの審査〕　立法部
がフランス語及びオランダ語で起草されたテクストを付託されるとき、そ
の審査は、2つの言語のそれぞれにおいて起草されたテクスト、及び、こ
れらのテクストの一致を対象とする。

第 49 条〔立法部によるテクスト作成の言語〕　立法部が第 6条で定める 1つ
の草案を起草する任務を負うとき、立法部は、その草案が審署又は決定さ
れるべき 1つ又は複数の言語においてテクストを作成する。

第 50 条〔唯一の言語による意見又はテクスト〕　立法部意見が唯一の言語で
なされなければならず、又は、テクストが唯一の言語で作成されなければ
ならないとき、その要求は、第 85条の 2の諸規定の適用を妨げることな
く、その言語を使用する 1つの部会に充てられるものとする。

第 50 条の 2〔ドイツ語についての特例〕　第 47条、第 49条及び第 83条の
例外として、ドイツ語で起草された意見要求については、フランス語及び
オランダ語部会がその固有の言語で審議する。

　　第 2 章　行政訴訟部での言語の使用について
　　　第 1 節　行政訴訟部の運営に参加する国務院の諸機関による言語の使用
第 51 条　（削除）
第 51 条の 2　（削除）
第 52 条〔国務院行政訴訟部での言語の使用〕　第 12条、第 13条及び第 16

条第 1号から第 6号までに基づいて提起された事案は、内部審理によって
なされる決定において用いられる言語で取り扱われる。
②　国務院が、前項の言語が法律に違反して用いられていると評価するとき
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は、付託された部会は、要求されている言語で決定する二言語部会に事案
を移送する。
③　国務院の決定が第 1審かつ終審でなされるときは、行政に関する言語の
使用についてのその立法が活動が全国に及ぶ部局での内部部局においてそ
の使用を課している言語を使用する。

第 53 条〔損害賠償請求、取消しの訴え及び破棄の訴えにおける言語の使用〕　
第 11条、第 11条の 2及び第 14条に基づく損害賠償請求、取消しの訴え
及び破棄の訴えは、行政に関する言語の使用についてのその立法が活動が
全国に及ぶ部局での内部部局においてその使用を課している言語で取り扱
われる。
②　この立法が特定の言語の使用を課していないとき、事案は、その事案が
国務院で提起された行為の言語で取り扱われるものとする。

第 54 条〔公務員による提起の場合の言語の使用〕　請求、取消しの訴え及び
破棄の訴えが、公的部局の公務員によって提起され、かつ、個人の法的状
況を定め又は当該公務員の地位を規律する決定に関係するとき、事案が取
り扱われる言語は、以下の優先順位の基準に基づいて確定される。
　一　公務員がその職務を行使している単一言語使用の地域圏
　二　公務員が帰属する言語的機能
　三　公務員がその許可証明を提出した言語
　四　その任命に基づいて提出すべきであった学位証明書又は修了証明書の

言語
　五　事案が提起された行為の言語
第 55 条〔司法裁判官による提起の場合の言語の使用〕　請求、取消しの訴え
及び破棄の訴えが司法系列の裁判官によって提起されたとき、事案が取り
扱われる言語は、この裁判官の言語的地位によって確定され、この裁判官
の言語的地位は、司法に関する言語の使用ついての 1935年 6月 15日法律
第 43条によって規律され、1967年 10月 10日法律第 3条において含まれ
ている修正的諸規定の第 174条によって改正されている。
②　1938年 1月 1日より前の学位証明書を有する司法裁判官が問題となる
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ときは、事案は、その事案が提起された行為の言語で取り扱われるものと
する。

第 56 条　〔武官又は予備役将官による提起の場合の言語の使用〕　請求、取
消しの訴え又は破棄の訴えが現役の武官又は軍隊の予備役将官によって提
起されたとき、事案は、当該武官又は予備役将官が、1955年 7月 30日法
律によって修正された軍隊での言語の使用に関する 1938年 7月 30日法律
第 2条の意味で深い知識を有する軍隊で取り扱われるものとする。

第 57 条　〔空軍の武官候補者による提起の場合の言語の使用〕　請求、取消
しの訴え又は破棄の訴えが空軍の武官候補者、下士官候補者、補佐官又は
補佐下士官によって提起されたときは、事案は、当事者が空軍の補佐官候
補者又は補佐下士官候補者の資格でその入隊許可の観点から提示した証書
又は免状の言語で取り扱われるものとする。

第 58 条　〔予備役官による提起の場合の言語の使用〕　請求、取消しの訴え
又は破棄の訴えが軍隊の予備役官によって提起されたとき、事案は、当該
予備役官が軍隊における予備少尉の等級での任命に先立つ訓練課程を受け
た言語で取り扱われるものとする。

第 59 条　〔現役下士官による提起の場合の言語の使用〕　請求、取消しの訴
え又は破棄の訴えが軍隊の現役の下士官によって提起されたとき、事案は、
当該下士官が軍隊での言語の使用に関する 1938年 7月 30日法律第 8条第
1項の意味で実効的な知識を有する言語で取り扱われるものとする。

第 60 条　〔準用〕　同様に、請求、取消しの訴え又は破棄の訴えが第 54条か
ら第 59条までで定められる職務の資格保持者によって提起され、かつ、
同様の職務の他の資格保持者の個人的法的状況を規律する決定に関するも
のであるとき、事案が取り扱われる言語は、第 54から第 59条までに従っ
て決定されるが、ただし、第 61条第 4号の規定の適用を妨げない。

第 61 条〔二言語部会で扱う事案〕　以下の事案は第 86条から第 89条までで
定める二言語部会に割り当てられる。
　一　行政に関する言語の使用についての立法に従い、かつ、異なる言語制

度に帰属する当事者間で生じたすべての事案
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　二　一方当事者が、他方当事者について申請されている言語とは異なる言
語でその事案を　扱うことを求めるような複雑な事案

　三　第 54 条から第 59 条までで定める事案で、共同申請で提起されるもの
で、かつ、第 54 条から第 59 条までで定められる基準が一方又は他方の
言語の使用を強制している事案

　四　第 60 条で定める事案で、法的状況を確定する必要がある資格保持者
が正規に関与するとき、かつ、そのことから、第 54 条から第 59 条まで
で定められる基準の第一の適用が、事案が第 60 条の適用により取り扱
われなければならない言語とは別のもう一方の言語の使用を強制してい
るとき

第 62 条〔二言語部会の書面、意見及び判決〕　事案が二言語部会に割り当て
られるとき、国務院の諸機関から表明される書面上の行為は、フランス語
及びオランダ語で作成されなければならない。その意見及び判決は、これ
らの 2つの言語でなされる。

第 63 条〔判決の言語〕　第 11条、第 11条の 2、第 12条、第 13条、第 14

条、第 16条第 1号から第 6号、第 17条及び第 18条を適用してなされる
判決は、当該事案が本章の諸規定に適合して取り扱われた言語で作成され
る。
②　さらに、意見及び判決は、その請求を行ったオイペン、マルメディ、ザ
ンクト・フィートの基礎自治体の住民又はメンバッハ、ゲメニッヒ、モレ
ネ及びケルミスの自治体の住民に関する事案においてはドイツ語でなされ
る。
　　　第 2 節　国務院に出廷する当事者による言語の使用
第 64 条〔行政に関する言語の使用についての立法に従う当事者による言語

の使用〕　行政に関する言語の使用についての立法に従う当事者は、その
行為及び宣言において、その使用が当該立法によりその内部部局において
当該当事者に課せられている言語を使用する。
②　ただし、第 60 条及び第 61 条第 4号で定める場合においては、当事者は
国務院の諸機関に課せられる言語を使用するものとする。
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第 65 条〔規定言語以外の言語による訴え及び趣意書〕　行政に関する言語の
使用についての立法に従う当事者により、その使用が当該立法により当該
当事者に課せられている言語以外の言語で、国務院に通知されたすべての
訴え及び趣意書は、無効である。
②　無効は、職権により表明される。
③　ただし、無効を適用された行為は、時効期間及び手続上の期間を中断す
る。これらの期間は審理において進行しない。

第 66 条〔行政に関する言語の使用についての立法に従わない当事者による
言語の使用〕　行政に関する言語の使用についての立法に従わない当事者
は、その選択した言語においてその行為及び宣言を作成することができる。
②　必要に応じて、かつ、特に当事者の一方の請求により、1名の通訳者が
召喚される。通訳費用は国家の負担とする。
③　第 1項の例外として、難民候補者は、不受理の留保の下で、外国人の領
土へのアクセス、滞在、定住及び不在に関する 1980年 12月 15日法律第
51/4条を適用して庇護の請求の提起の際に確定された言語において、訴え
を提起し、その他の手続上の書類を提出しなければならない。

　　第 3 章　（削除）
第 67 条　（削除）

　　第 4 章　国務院の諸部局における言語の使用について
第 68 条〔国務院の諸部局における言語の使用〕　国務院の行政的審議及びそ
の部局の組織化は、その活動が全国に及ぶ部局に適用される、行政に関す
る言語の使用についてのその立法の諸規定により規律される。

　第 7 編　国務院の組織について
　　第 1 章　2 つの部での共通規定
　　　第 1 節　一般規定
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第 69 条〔国務院の構成〕　国務院は以下の者で構成する。
　一　44名の構成員、すなわち、1名の第一長官、1名の長官、14名の部会

長及び 28名の国務評定官
　二　1名の主席聴聞官、1名の主席聴聞官補佐、14名の第一部長聴聞官及

び 64名の第一聴聞官、聴聞官又は聴聞官補佐
　三　2名の第一部長調査官及び 2名の第一調査官、調査官又は調査官補佐

から構成される調整部局
　四　1名の主席書記官、及び、1名の情報処理技術書記官を含む 25名の書

記官から構成される書記局
第 70 条〔国務評定官〕
§1　国務評定官は、国務院が候補資格者の受理可能性を審査し、候補者のそ
れぞれの地位とメリットを比較した後に、国務院によって提示された形式
的に理由のある、3つの名前の名簿に基づいて国王によって任命される。
②　国務院総会は、自身が決定する態様に従い、選抜試験を行うことができ
る。
③　国務院総会は、職権で又は候補者の要求により、候補者を聴聞する。こ
のために、国務院総会は、この選抜についての報告書を作成する少なくと
も 3名の構成員を指名することができる。

④　国務院は、代議院又は元老院及び職務中の内務大臣に対して同時に、候
補者の提示、候補資格者すべて、及び、国務院によって候補資格者に対し
てなされた評価を通知する。
⑤　国務院総会によって全員一致で第一に提示された候補者は、§2で定め
られる要件が満たされていないことを理由に、又は、聴聞官構成員の中か
ら任命された国務院構成員の数が国務院の他の構成員の数との関係で極め
て多いと判断されることを理由に、職務中の内務大臣がその提示を拒否す
る場合を除いて、国務評定官として任命される。
⑥　大臣が国務院の全員一致の提示を受諾するとき、大臣は、それを代議院
又は元老院に通知し、代議院又は元老院は、聴聞官構成員の中から任命さ
れた国務院構成員の数が国務院の他の構成員の数との関係で極めて多いと
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判断するとき、その受領の日から 30日を超えない期限で、その提示を拒
否することができる。
⑦　大臣又は代議院若しくは元老院の拒否の場合、国務院総会は新たな提示
に取り掛かる。
⑧　第一提示のとき又は拒否に続いての新たな提示のときの全員一致がない
場合、代議院又は元老院は、その提示の受領の日から 30日を超えない期
限で、国務院によって提示された名簿を認め、又は、形式的理由付けの対
象となる 3つの名前の第二の名簿を提示することができる。
⑨　代議院及び元老院は候補者を聴聞することができる。第 11項の規定を
妨げることなく、第 11項で定める期限が満了したとき、その任命は国務
院によって提示された名簿に基づいて行われる。
⑩　代議院又は元老院が 3つの名前の第二の名簿を提示するとき、国務評定
官は、2つの提示されている名簿の中に名前がある人物の中からしか任命
されることができない。
⑪　第 6項及び第 8項で定める期間は、以下の場合に中断する。
　・連邦立法議会が憲法第 46条に適合して解散されたとき
　・国会の会期が憲法第 45条に適合して延期されたとき
　・国会の会期が憲法第 44条第 3項に適合して終了したとき
　・代議院及び元老院によって定められた議会休暇の間
⑫　新たな期間は、連邦立法議会の常設事務局の設置の日の翌日から進行す
る。
⑬　その権限において内務を担当する大臣は、国務院の発案により、その空
席をベルギー官報で公表する。
⑭　前項の公表は、空席となっている地位の数、任命条件、応募の申立ての
ための少なくとも 1ヵ月の期間、及び、応募が通知されなければならない
機関に言及する。
⑮　提示はすべベルギー官報で公示される。この公示から少なくとも 15日
を過ぎなければ任命に取り掛かることはできない。

§2　39歳以上でないとき、法学の博士、学士又は修士ではないとき、少な
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くとも 10年の法律に関する有益な職業上の経験を証明できないとき、及
び、以下の要件の 1つを満たしていないとき、何人も国務評定官として任
命されることはできない。
　一　国務院聴聞官補佐及び調査官補佐の選抜試験、憲法裁判所調査官の選

抜試験、破毀院調査官の選抜試験、会計院聴聞官補佐の選抜試験又は司
法法典第 259条の 2で定める職業上の適性審査に合格したこと

　二　少なくとも A4級の行政職務又はベルギー公行政若しくはベルギー公
的機関においてと同様の行政職務を行使したこと

　三　法学博士の博士論文を提出できたこと又は法学の高等教育における資
格保持者であること

　四　ベルギーにおいて、検察官又は裁判官の職務を行使したこと、又は、
外国人の領土へのアクセス、滞在、定住及び不在に関する 1980年 12月
15日法律第 39/1条で定める外国人訴訟評議会の構成員であること

　五　ベルギーの大学において法教育の任務を負う資格者であること
　六　少なくとも 20年間、主要な職業活動として弁護士の職務を行使した

こと、又は、少なくとも 20年間、そのうち少なくとも 15年間弁護士と
して、その行使が法の良き理解を必要とする職務を行使したこと。第 1

項で定める有益な職業上の経験の要請は、当該要件の尊重によって満た
される。

②　各言語グループの国務評定官は、その数の少なくとも半分について、聴
聞官団及び調整部局の構成員の中から任命される。

§3　（削除）
§4　国務評定官は、終身で任命される。第一長官、長官及び部会長は、当該
法律で定める要件及び方法で、国務評定官の中から、その職務に指名され
る。

第 71 条〔聴聞官及び調査官〕
§1　聴聞官補佐及び調査官補佐は、国務院がその要件を定める選抜試験での
成績順を示す名簿に基づいて、国王によって任命される。候補者を審査す
る任務を負う審査員は、2名の国務院構成員、すなわち、主席聴聞官又は
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主席聴聞官補佐及び前二者により指名された 1名の第一聴聞官、並びに、
国務院制度とは無関係の 1名の者を含む。2名の国務院構成員及び国務院
制度とは無関係の 1名の者は、国務院総会によって指名される。聴聞官団
の構成員は、場合に応じて、主席聴聞官又は主席聴聞官補佐によって指名
される。選抜試験の有効期限は 3年である。

②　第 1項で定める選抜試験で認められるためには、候補者は満 27歳以上
で、法学の博士、学士又は修士でなければならず、かつ、3年の法律に関
する有益な職業上の経験を有していなければならない。異議がある場合は、
審査員は、審査への許可を決定する。
③　前項の適用のために、破毀院での調査官の任務は、その行使が本項の意
味での法律に関する有益な職業上の経験を行使する職務と見なされる。
④　聴聞官補佐、聴聞官又は第一聴聞官はすべて、有効に欠員が生じたとき、
その要求により及び優先的に、第一長官及び主席聴聞官の意見に基づき、
それぞれ調査官補佐、調査官又は第一調査官として任命される。調査官補
佐、調査官又は第一調査官はすべて、同じ要件の下で、聴聞官補佐、聴聞
官又は第一聴聞官として任命される。
⑤　第一部長聴聞官はすべて、有効に欠員が生じたとき、その要求によりか
つ第一長官の規範的意見に基づいて、第一部長調査官として任命される。
第一部長調査官はすべて、その要求によりかつ主席調査官補佐の規範的意
見に基づいて、第一部長聴聞官として任命される。

§2　聴聞官又は調査官は、それぞれ国王によって任命される。
　a)　主席聴聞官又は場合によって主席聴聞官補佐の規範的意見に基づい

て、少なくとも 2年間職務を行使した聴聞官補佐〔が聴聞官として任命
される〕。

　b)　第一長官又は場合によって長官の規範的意見に基づいて、少なくとも
2年間職務を行使した調査官補佐〔が調査官として任命される〕。

②　第一長官若しくは場合によって長官又は主席聴聞官の意見が好意的では
ないとき、第 1項で定める意見は、職務の 3年目の最後に総会によって表
明され、必要があれば、2年の間に繰り返されうる。
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③　ただし、総会が 3度の否定的意見を表明したときは、聴聞官又は調査官
としての任命はもはや不可能である。

§3　第一聴聞官又は第一調査官は、それぞれ、国王によって任命される。
　a)　聴聞官、聴聞官補佐、調査官又は調査官補佐として少なくとも 11年

職務を行使した聴聞官〔が第一聴聞官として任命される〕。
　b)　聴聞官、聴聞官補佐、調査官又は調査官補佐として少なくとも 11年

職務を行使した調査官〔が第一調査官として任命される〕。
②　第 1項で定める任命は、主席聴聞官又は主席聴聞官補佐、立法部に責任
を負う団体〔調査官団〕の長、及び調整部局のそれぞれの規範的意見に基
づいて行われる。
③　第 2項で定める意見に先行する最後の定期評価の際に、最後の確定的評
価として「不十分」の評価を受けた聴聞官又は調査官は、第一聴聞官又は
第一調査官として任命されることができない。

§3 の 2　（削除）
§3 の 3　（削除）
§4　（削除）
§5　主席調査官及び主席調査官補佐は、国務院に意見を聴いた後に、国王に
よって、停職処分を受け及び罷免されうる。
②　聴聞官団の他の構成員及び調整部局の構成員は、それぞれ国務院に意見
を聴いた後に、主席聴聞官若しくは場合によって主席聴聞官補佐又は第一
長官若しくは場合によって長官の提案に基づいて、国王によって、停職処
分を受け及び罷免されうる。

第 72 条〔書記官〕
§1　書記官は、国務院総会がその要件を定める選抜試験の成績順を示す名簿
に基づいて国王によって任命される。候補者を審査する任務を負う審査員
は、2名の国務院構成員、すなわち、聴聞官団の 1名の構成員と書記官長
又は書記官長が指名する者、及び、国務院制度とは無関係の 1名の者を含
む。2名の国務院構成員及び国務院制度とは無関係の 1名の者は、国務院
総会によって指名される。聴聞官団の構成員は、候補者の言語グループに
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応じて、主席聴聞官又は主席聴聞官補佐によって指名される。選抜試験の
有効期限は 3年である。
②　何人も、以下のときには書記官として任命されることはできない。
　一　満 25歳以上でないとき
　二　少なくとも B又は 2+の水準の資格保持者ではないとき
　三　少なくとも 5年の間、国務院行政職員の構成員、又は、外国人の領土

へのアクセス、滞在、定住及び不在に関する 1980年 12月 15日法律第
39/1条で定める外国人訴訟評議会の書記局構成員ではなかったとき

③　前項第 3号で定める要件の特例として、第 73条 §3に適合してドイツ語
の十分な知識を証明しなければならない書記官は、以下のときに任命され
うる。
　一　少なくとも 5年間、司法裁判所において書記官の職務と同じ又は上位

の職務を行使したこと
　二　ドイツ語の十分な知識を証明できること
④　第 2項第 3号で定める要件の特例として、法学の博士号及び学士号を保
持する者は、少なくとも 1年間国務院行政職員として職務を行使したとき、
又は、外国人の領土へのアクセス、滞在、定住及び不在に関する 1980年
12月 15日法律第 39/1条で定める外国人訴訟評議会の書記局構成員として
任命されたとき、書記官として任命されうる。

§2　（削除）
§3　（削除）
§4　書記局の構成員は、国務院に意見を聴いた後に、国王によって、停職処
分を受け及び罷免されうる。

第 73 条〔言語知識の証明〕
§1　長官は、第一長官の言語とは異なる、フランス語又はオランダ語での法
学博士の審査に合格したことを、証書によって証明しなければならない。
②　主席聴聞官補佐は、主席聴聞官の言語とは異なる、フランス語又はオラ
ンダ語での法学博士又は法学士の審査に合格したことを、証書によって証
明しなければならない。



③　部会長の半分、国務評定官の半分、第一部長聴聞官の半分、全体として
の第一聴聞官、聴聞官及び聴聞官補佐の半分、第一部長調査官の半分、全
体としての第一調査官、調査官及び調査官補佐の半分は、フランス語での
法学博士又は法学士の審査に合格したことを、証書によって証明しなけれ
ばならない。各グループの半分は、オランダ語での審査に合格したことを、
証書によって証明しなければならない。書記官の半分は、フランス語を用
いる行政職員の構成員の中から任命されなければならない。残りの半分は、
オランダ語を用いる行政職員の中から任命されなければならない。
④　第 3項で数え上げられるグループの 1つにおいて、言語使用について奇
数が存在するとき、そのグループの資格保持者は、この規定を適用して、
数に含まれない。

§2　2名の長官のうち 1名は、その証書の言語とは異なる、フランス語又は
オランダ語の知識を証明しなければならない。
②　少なくとも 6名の国務院構成員、少なくとも 8名の聴聞官団構成員、少
なくとも 1名の調整部局構成、書記官長及び少なくとも 2名の書記官は、
その証書とは異なる他の言語の知識を証明しなければならない。
③　証書の言語とは異なる他の言語の知識が課せられるとき、公正な均衡は、

2つの言語グループの資格保持者の間で尊重されなければならない。
④　前項の言語の知識の証明は、1949年 12月 31日に再編された学位の授
与及び大学入学試験プログラムに関する法律第 55条に従って行われる。
⑤　国務院における職務の資格保持者について、並びに、国務院に属する行
政職員構成員及び行政官については、この証明は、特別試験の合格によっ
ても行うことができる。この試験は、1名の国務院構成員により主宰され、
かつ、前記法律第 55条で定める態様により構成される審査委員会によっ
て実施される。国王は、試験の組織化を規律し、また、国務院の活動の固
有の要請を考慮してその態様を決定する。

§3　少なくとも 1名の国務院構成員、2名の聴聞官及び 1名の書記局構成員
が、さらに、ドイツ語の十分な知識を証明しなければならない。王令は、
ドイツ語の十分な知識の証明方法を決定する。
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第 73/1 条〔第一長官及び長官の管轄〕　第一長官は、長官と協議して、フラ
ンス語及びオランダ語の知識を証明する専門集団の長が常に立法部の責任
を負うという方法により、自身が立法部及び調整部局又は行政訴訟部の責
任を負うかどうかを決定する。したがって、専門集団の長の権能を有する
もう一方の資格保持者は、もう一方の部の責任を負う。2名の専門集団の
長は、この事項に関するそれぞれの異なる権限の行使がそれぞれの権限へ
の影響力を有するかどうかについて決定するために協議する。
②　行政職員構成員の指名及びその分配配置は、長官及び聴聞官団の専門集
団の長と綿密に協議して、その管理運営計画に従って、第一長官により実
現される。
③　第一長官は、この規定を適用しての任務の分配を内務大臣に通知する。
第 74 条〔宣誓〕　第一長官及び統括聴聞官は、自ら国王と握手しながら、又
は、書面により、1831年 7月 20日デクレにより定められた宣誓を行う。
②　長官、部会長、国務評定官、部の首席第一調査官、第一調査官、調査官、
調査官補佐、首席書記官及び書記官は、第一長官と握手をしながら前項の
宣誓を行う。
③　統括聴聞官補佐、部の首席第一聴聞官、第一聴聞官、聴聞官及び聴聞官
補佐は、統括聴聞官と握手をしながら第 1項の宣誓を行う。
④　第 1項から第 3項までで定める者は、その任命が自身に通知された日か
ら 1ヵ月以内に、宣誓することが義務付けられ、この宣誓が行われなけれ
ば、その者の代替が行われうる。

　　　第 2 節　諸権限の付与及び行使
　　　　第 1 款　諸権限
第 74/1 条〔諸権限の資格保持者〕　専門集団の長の諸権限及び補佐的諸権限
は、国務院における諸権限を形成する。
②　第一長官、長官、統括聴聞官及び統括聴聞官補佐の権限の資格保持者は、
専門集団の長の権限を行使する。
③　部会長、部の首席第一聴聞官、部の首席第一調査官及び首席書記官の権
限の資格保持者は、補佐的権限を行使する。
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第 74/2 条〔専門集団の長及びそれを補佐する者の任命要件〕
§1　第一長官又は長官として指名されるためには、候補者は、第 69条第 1

号から第 3号までの意味での職務保持者として少なくとも 11年、そのう
ち国務評定官として少なくとの 5年間、任命されていなければならない。
②　専門集団の長の権限を実際に開始する際に、候補者は、第 104条で定め
る年齢制限より少なくとも 5歳未満の年齢でなければならない。この年齢
制限は、専門集団の長の権限の更新の場合には適用されない。

§2　統括聴聞官補佐、部の首席第一聴聞官又は第一聴聞官の職についていな
い者は、統括聴聞官に任命することはできない。
②　部の首席第一聴聞官又は第一聴聞官の職についていない者は、統括聴聞
官補佐に任命することはできない。
③　専門集団の長の権限を実際に開始する際に、候補者は、第 104条で定め
る年齢制限より少なくとも 5歳未満の年齢でなければならない。この年齢
制限は、専門集団の長の権限の更新の場合には適用されない。

§3　部会長として指名されるためには、候補者は、国務評定官として少なく
との 3年間任命されていなければならない。

②　補佐的権限を実際に開始する際に、候補者は、第 104条で定める年齢制
限より少なくとも 3歳未満の年齢でなければならない。この年齢制限は、
補佐的権限の更新の場合には適用されない。

§4　第 71条 §1第 5項の適用を妨げることなく、部の首席第一聴聞官及び部
の首席第一調査官は、第一聴聞官及び第一調査官の中から指名される。
②　補佐的権限を実際に開始する際に、候補者は、第 104条で定める年齢制
限より少なくとも 3歳未満の年齢でなければならない。この年齢制限は、
補佐的権限の更新の場合には適用されない。

§5　首席書記官として任命されるためには、候補者は以下の要件を満たさな
ければならない。
　一　満 30歳であること
　二　以下の試験の 1つに合格していること
　a)　憲法裁判所調査官の選抜試験
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　b)　破毀院調査官の選抜試験
　c)　国務院の聴聞官補佐又は調査官補佐の選抜試験
　d)　司法法典第 259条の 2で定める職業適性試験
　e)　司法法典第 259条の 3で定める司法修習許可選抜試験
　f)　連邦、共同体及び地域圏の機関の行政機関について、この行政機関に

附属する公益機関について、並びに、憲法裁判所の諸部局及び国務院の
諸部局について、「法律家」の資格での A又は 1の水準の採用等級試験

　g)　国の立法議会並びに共同体及び地域圏の議会について、「法律家」の
資格での配属の採用等級試験

　三　少なくとも 3年の有益な経験を有すること
②　補佐的権限を実際に開始する際に、候補者は、第 104条で定める年齢制
限より少なくとも 3歳未満の年齢でなければならない。この年齢制限は、
補佐的権限の更新の場合には適用されない。
　　　　第 2 款　諸権限の指名手続
第 74/3 条〔専門集団の長の権限を有する資格保持者の指名手続〕
§1　専門集団の長の権限の資格保持者は、1度更新可能な 5年の任期で国王
により指名される。
②　それぞれの 10年の期間満了後、専門集団の長の職務は法上当然に空席
であることが宣言される。不受理の留保の下で、その学位証明書によって、
前任の専門集団の長の言語とは別の言語であるフランス語若しくはオラン
ダ語で法学の博士号、学士号又は修士号の試験に通過したことを証明でき
る職務の資格保持者が、排他的に、その立候補を行うことができる。現職
の専門集団の長は、その言語的役割の空席を宣言された権限についての選
抜に参加することができる。
③　第一長官及び長官は、同じ日にその任期を開始する。第 2項で定める

10年の期間は、この日から進行する。同じ準則は、統括聴聞官及び統括
聴聞官補佐の権限にも適用する。

§2　候補者は、その立候補行為に管理計画を付け加える。国王は、この管理
計画を受け取ることができる。
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②　国務院総会は、職権により、候補者を第一長官及び長官の職務に就任さ
せる。
③　聴聞官団の専門集団総会は、職権により、統轄調査官及び統括聴聞官補
佐の職務に就任させる。本項の適用のために、専門集団総会は、聴聞官補
佐を除いて、聴聞官団の構成員全体により構成される。国務院の第一長官
及び長官は、諮問的投票権を有して専門集団総会に参加する。
④　国務院総会又は聴聞官団の専門集団総会は、関連する事項についてそれ
ぞれ取り扱い、立候補の受理可能性を審査しかつ候補者のそれぞれの肩書
及び長所を比較した後に、専門集団の長の空席の権限についての候補者の
明示的な理由付きの提示に取り掛かる。国務院総会又は聴聞官団の専門集
団総会は、この理由付き提示並びにすべての候補者及びその評価を内務大
臣に通知する。
⑤　国務院総会又は聴聞官団の専門集団総会によって提示された候補者は、
専門集団の長として国王によって指名されうる。国王は、その提示の受領
の日から 2か月の期間内にその決定を行う。国王が拒否した場合、国務院
総会又は聴聞官団の専門集団総会は、この決定の受領の日から、15日以
内に、前記で定める準則に従って新たな提示を行うことができる。
⑥　新たな提示の後に、国王がこの新たな提示の受領の日から 2か月の期間
内に 2度目の拒否の決定を行ったとき、同じ候補者が提示されない限り、
第 4項に従って手続が行われる。同じ候補者が提示された場合においては、
国務院総会又は聴聞官団の専門集団総会は、他の候補者を提示し、又は、
任命手続を最初からやり直すことを決定しなければならない。

§3　専門集団の長の任期の終了前の 3か月から 2か月の間に、専門集団の長
は、その任期を更新することを国務院総会又は聴聞官団の専門集団総会に
請求することができる。専門集団の長は、この請求にその管理計画及び以
前の任期行使に関する報告書を付け加える。
②　国務院総会又は聴聞官団の専門集団総会は、更新の請求を評価し、任期
が更新されなければならないかを決定する。更新を認めない決定は、法上
当然に、権限の空席の宣言を含意する。
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③　専門集団の長の任期の更新を認めない決定の場合には、当事者は、その
任期満了後、自身が最後に任命若しくは指名された職務又は権限の行使を、
場合によっては定員超過しても、再開する。当事者がその行使を再開する
権限に任命されなかったとき、その当事者はその権限が付与された期間全
体についてこのために指名されたものと見なされる。
④　ただし、更新されない又は §1第 2項を適用して法上当然に空席を宣言
された専門集団の長の権限は、新たな専門集団の長がその権限を再開する
ときにしか中断しないが、この期間は、更新を認めない決定の通知又は空
席の宣言の日から 9か月を超えることはできない。
⑤　権限の資格保持者が同じ専門集団の長の権限を 2度行使したとき、その
資格保持者は、より上位の待遇が認められる専門集団の長の権限を再開し
ない限りにおいて、2度目の任期終了から 2年間、専門集団の長に支給さ
れる報酬、並びに、それに関連する昇給及び特権を享受する。

§4　期間満了後、専門集団の長の資格保持者は、内務大臣に通知される、間
違いなく受け入れられる推薦状によって、又は、受領通知書と交換で、そ
の権限を異動配置することができる。
②　ただし、新たな専門集団の長がその権限を再開するときにしか専門集団
の長の権限は終了しないが、この期間は、その権限異動配置の受領の日か
ら 9か月を超えることはできない。

③　§3第 3項の諸規定は、事前にその専門集団の長の権限を異動配置した
専門集団の長に適用する。
④　期間満了前に配置された専門集団の長の権限の資格保持者は、その権限
を実際に放棄した日から 2年の期間は、専門集団の長についての立候補を
もはや行うことができない。本規定を適用するために、ある専門集団の長
を別の専門集団の長に指名することは、専門集団の長の権限の事前の異動
配置として見なされない。

§5　専門集団の長の権限の資格保持者が §1第 2項で定める期間満了前に就
任するとき、専門集団の長の権限が前もって終了した専門集団の長と同じ
言語的役割に帰属する人物のみが、不受理の留保の下で、その立候補を行
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うことができる。
②　第 1項を適用して専門集団の長に指名される人物の専門集団の長の権限
の期間は、§1第 1項の例外として、前もって終了した〔専門集団の長の〕
権限の残りの期間に限定される。
③　第一長官又は統括聴聞官の権限の実質的な空席のときに、1年未満の期
間が §1第 2項で定める期間の終了するまで進行するとき、長官又は統括
聴聞官補佐は、進行中の権限の残りの期間について、その権限の行使にお
いて第一長官又は統括聴聞官に代替する。
④　前項で定める権限の実質的な空席が長官又は統括聴聞官補佐の権限に関
係するとき、長官又は統括聴聞官補佐は、同じ言語的役割の部局の年功序
列に考慮して、部会長又は部の首席第一聴聞官によって代替される。
⑤　第 3条及び第 4条で定める代替は、法上当然に、新たな権限の資格保持
者の任命の際に終了する。

第 74/4 条〔補佐的権限の資格保持者の指名手続〕
§1　補佐的権限の資格保持者は、以下のように指名される。
　一　部会長は、その構成員の中から総会によって指名される。
　二　部の首席第一聴聞官は、統括聴聞官又は場合に応じて統括聴聞官補佐

の拘束的意見に基づいて国王により指名される。
　三　部の首席第一調査官は、第一長官、又は、長官が立法部の責任を負う

ときは長官の拘束的意見に基づいて国王により指名される。
　四　首席書記官は、第一長官及び長官の意見に基づいて国王により指名さ

れる。
§2　補佐的権限への指名は、不十分という評価の場合を除いて、法上当然に
更新される 3年の期間について有効である。
②　第 71条 §1第 5項を適用するときは、補佐的権限の規範は、第 1項の特
例として、開始された人気の残りの部分に限定される。

§3　補佐的権限の更新を認めないときは、当事者は、その任期満了後、自身
が最後に任命された職務又は権限の行使を、場合によっては定員超過して
も、再開する。
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②　更新を認めない場合に、いかなる職務の資格保持者も首席書記官の権限
に指名されなかったときは、当事者は、第 72条 §1が適用されることなく、
場合によっては定員超過しても、書記官として任命される。

§4　権限の期間満了前に、その権限の資格保持者が、間違いなく受け入れら
れる推薦状又は受領通知書と交換で内務大臣に通知される書簡によって、
その権限を異動配置することができる。ただし、権限の異動配置の日から
9か月の期間を満了したときにしか、その権限は終了しない。
②　§3の諸規定は、期間満了前にその権限を異動配置し、かつ、他の権限
を引き受けていない職務の資格保持者に適用する。

第 74/5 条〔専門集団の長の権限と補助的権限の兼務禁止〕　専門集団の長の
権限の行使は、補佐的権限の行使と両立しない。
②　補佐的権限の資格保持者がその任期の間に専門集団の長の権限を再開す
るときは、その補佐的権限は、専門集団の長の再開の日から実効的に空席
となる。
　　　　第 3 款　権限の行使
第 74/6 条　（削除）
　　　第 3 節　国務院、聴聞官団及び調整部局の構成員の評価
　　　　第 1 款　一般規定
第 74/7 条〔国務院、聴聞官団及び調整部局の構成員、首席書記官及び書記

官の評価〕
§1　専門集団の長を除いて、国務院、聴聞官団及び調整部局の構成員、首席
書記官及び書記官は、3年間ごとに行われる定期的評価に付される。
②　この評価は、評価期間の最後の 4か月の間に実施される。
③　この評価は、付与されている役務の資格及び扱われた事項における知識
の水準での維持を含めて、人格並びに職務の資格保持者としての組織的及
び専門的能力に関する諸基準に基づいて行われるが、このことがその独立
性及び公平性を侵害してはならない。
④　国王は、補佐的権限の資格保持者全体の聴聞の後になされる専門集団長
会の意見の後に、評価基準を確定し、職務及び権限の特殊性を考慮し、こ
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れらの規定の適用の態様を定める。
§2　評価の期間の間において、その働き方に関する会談が少なくとも 1年に

1度行われる。この会談の結果、簡潔な報告書において結論が作成される。
②　その働き方に関する会談は、当事者と、部会の構成員が問題となるとき
は部会長、又は、その部の構成員が問題となるときは部の長との間で行わ
れる。書記官が問題となるときは、その働き方に関する会談は、当事者と
首席書記官との間で行われる。
③　その働き方に関する会談が部会長に関係するとき、その会談は当事者と、
第一長官、又は、当該部会に責任を負う長官との間で行われる。第一長官
又は長官が当該部会長と同じ言語的役割に属しないとき、かつ、第一長官
又は長官が法的に二言語話者ではないとき、第一長官又は長官は、当事者
の言語的役割の二言語話者の部会長によって補佐される。その働き方に関
する会談が部の首席第一聴聞官に関係するとき、その会談は当事者と、統
括聴聞官又は統括聴聞官補佐との間で行われる。その働き方に関する会談
が部の首席第一調査官又は首席書記官に関係するとき、その会談は当事者
と第一長官との間で行われる。第一長官が当該首席第一調査官又は首席書
記官と同じ言語的役割に属しないとき、かつ、第一長官が法的に二言語話
者ではないとき、その働き方に関する会談は、当事者と長官との間で行わ
れる。

§3　評価期間の終了の際、専門集団の長を除くすべての職務の資格保持者は、
その評価者に移送する活動報告書を作成する。専門集団の長を除くすべて
の職務の資格保持者は、評価期間の間において国務院のために行使した活
動及びその働き方に関する会談の際に作成された結論を考慮した方法を、
その活動報告書において示す。
②　評価は、活動報告書及び会談報告書を根拠に行われる。
§4　評価者は、その働き方に関する会談に出席した者とする。
②　評価は、「よい」、「改善すべき」又は「不十分」という言及を行う。「不
十分」という言及は、明らかに不十分な働き方の場合にだけのみ付与され
うる。
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§5　評価者は、「改善すべき」又は「不十分」という言及の提案をすでに伴
いうる評価案を作成する。
②　評価の会談の少なくとも 10日前に、草案は、日付受領書を備えて、被
評価者に通知される。この会談に基づいて、評価者は、被評価者が「改善
すべき」又は「不十分」という言及に値すると評価者が判断する場合を除
き、確定的評価を作成する。この場合、評価は一時的なものでしかない。
③　一時的評価の場合、一方で国務院、調整部局又は書記局、他方で聴聞官
団の構成員が問題となる場合に応じて、第一長官又は統括聴聞官は、日付
領収書を備えて、又は、受領書を伴った書留郵便により、一時的評価の謄
本を当事者に送付する。
④　当事者は、失権の留保の下で、一時的評価の通知の日から 10日以内に、
その書面による所見を、日付受領書を備えて又は受領書を伴った書留郵便
により、それぞれ第一長官又は統括聴聞官に送付し、第一長官又は統括聴
聞官は、その原本を評価文書に備え、また、謄本を評価者に移送する。こ
れらの所見の謄本の受領から 30日以内に、評価者は、当事者の所見に回
答した書面による確定的評価を完成させる。確定的評価の受領から 10日
以内に、専門集団の長は、確定的評価の謄本を、日付受領書を備えて又は
受領書を伴った書留郵便により、当事者に移送する。

§6　「不十分」という言及を得てしまい、かつ、§5第 4項の適用を受ける当
事者は、以下の委員会の下で、失権の留保の下で、確定的評価の通知の日
から 10日以内に確定的評価に対する訴えを提起することができる。

一　国務院、調整部局又は書記局の構成員が問題となるとき、場合に応じて
第一長官又は長官、及び、当事者と同じ言語的役割で、第 1審で評価に関
わっていない 2名の部会長で構成される評価委員会
二　聴聞官団の構成員が問題となるとき、場合に応じて統括聴聞官又は統括
聴聞官補佐、及び、当事者と同じ言語的役割で、第 1審で評価に関わって
いない 2名の部の首席第一聴聞官で構成される評価委員会

三　当事者が部会長又は部の首席第一調査官であるとき、評価の際に関与し
ていない第一長官又は長官、及び、当事者と同じ言語的役割に属している



成城法学 87 号（2020）

224

2名の部会長で構成される評価委員会
四　当事者が首席書記官であるとき、評価の際に関与していない第一長官又
は長官、及び、異なる言語的役割に属している二言語話者の 2名の部会長
で構成される評価委員会
五　当事者が部の首席第一聴聞官であるとき、評価の際に関与していない統
括聴聞官又は統括聴聞官補佐、及び、当事者と同じ言語的役割に属してい
る他の 2名の部の首席第一聴聞官で構成される評価委員会

②　訴えは、日付受領書を備えて又は受領書を伴った書留郵便により、第一
長官の下で提起され、又は、聴聞官団の構成員が問題となるときは、統括
聴聞官の下で提起される。有効期間内に提起された訴えは、確定的評価の
執行を中断する。
③　第 1項で定める評価委員会は、当事者がその訴えにおいて聴聞の請求を
行ったときは、当事者に対する聴聞を行う。評価委員会は、第一長官又は
統括聴聞官によるそれぞれの訴えの受領から 60日間以内に、評価につい
ての理由付きの最終決定を行う。

§7　部会長、部の首席第一聴聞官、部の首席第一調査官又は首席書記官が、
3つの最初の期間的評価の 1つについて「不十分」という言及を得てし
まったときは、その者は、その任期満了後、自身が最後に任命された職務
の行使を、場合によっては定員超過しても、再開する。反対の場合は、そ
の任期は更新される。第一長官、又は、部の首席第一聴聞官については統
括聴聞官が、任期更新が確定された証明書を内務大臣に移送する。確定的
に任命された権限の資格保持者は、第 2項の適用に付される。
②　国務院、聴聞官団、調整部局又は書記局の他の構成員が、定期的評価の
際に、「不十分」という言及を得てしまったときは、その者は、この確定
的評価の通知に続く月の第 1日から、国務院における職務の資格保持者
並びに外国人訴訟評議会の裁判官及び書記局構成員の取り扱いに関する
1955年 4月 5日法律第 3条 §1で定める最近の 3年ごとの評価のうち 6か
月の間、失権となる。
③　「不十分」という言及の場合、当事者は、6か月の期間の後、新たな評
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価の対象となる。当該当事者が新たな「不十分」という言及を得てしまっ
たときは、第 2項は新たな 6か月の期間の間、適用される。

§8　評価文書は、国務院、調整部局及び書記局の構成員に関しては第一長官
により、及び、聴聞官団の構成員に関しては統括聴聞官により保持される。
評価は、機密扱いとされ、当事者によっていつでも参照されうる。評価は
少なくとも 10年間保持される。
②　任命、提示又は任期更新のそれぞれの際に、当事者の最後の 6年間の評
価文書が、任命権を付与された機関の関心により添えられる。
　　　　第 2 款　定期的評価
第 74/8 条　（削除）
　　　　第 3 款　補助的諸権限の評価
第 74/9 条　（削除）
　　　第 4 節　書記局構成員の評価
　　　　第 1 款　首席書記官の評価
第 74/10 条　（削除）
　　　　第 2 款　書記官の評価
第 74/11 条　（削除）
　　　　第 3 款　首席書記官及び書記官の評価手続
第 74/12 条　（削除）
　　　第 5 節　聴聞官団に関する特別規定
第 75 条〔聴聞官団における指揮等〕　統括聴聞官及び統括聴聞官補佐は、そ
れぞれの事項に関して、その言語的役割において、事案を聴聞官団の構成
員の間に分配し、その審議を指揮する。部の首席第一聴聞官は、この指揮
に参加する。
②　聴聞官補佐は、部の首席第一聴聞官又はこれにより指名された第一聴聞
官の指揮の下で、その職務を行使する。

第 76 条〔聴聞官団の構成員の諸権限〕
§1　聴聞官団の構成員は、行政訴訟部における審理に参加する。聴聞官団の
構成員は、決定の方法によって行政訴訟部により決定された調査を実施す
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る任務を負うことができる。
②　特別の期間を定めている諸規定の適用を妨げることなく、行政訴訟部に
おける審理に参加している聴聞官団の構成員は、優先的に、許可を宣言さ
れた破棄の訴え、及び、その訴えが目的のないものであり、取下げを必要
とし、又は、訴訟事件目録から抹消されなければならない取消しの訴えを
審査する。
③　訴えが簡潔な審議しか必要としていないときは、聴聞官団の指名された
構成員が優先的に提起された訴えを取り扱う。
④　聴聞官団の構成員は、第 20条で定める破棄の訴えの許可審査に参加し
ない。
⑤　統括聴聞官、統括聴聞官補佐、部の首席第一聴聞官、第一聴聞官、及び、
聴聞官補佐の中からその目的のために統括聴聞官により許可された聴聞官
補佐は、公開の法廷の際に討議の終わりにこの部にその意見を付与する。
⑥　聴聞官団の 24名の構成員は、優先的に立法部に配属される。24名の構
成員は、統括聴聞官の指揮に従って、立法部の活動に参加する。

§2　聴聞官団の構成員は、自動化ファイルの形式の下で、国務院の判例及び
意見に関する文書を更新し、保持し、使用する。
　　　第 6 節　調整部局に関する特別規定
第 77 条〔調整部局の構成員の任務〕　調整部局の構成員は、特に以下につい
ての任務を負う。
　一　立法の状態を更新すること
　二　調整部局の文書を国務院の 2つの部に使用させること
　三　閣議で審議決定される王令により定められる形式及び要件に従い、立

法の状態に関する調整部局の文書を公表すること
　四　立法の調整、法典化及び簡素化を準備すること
　五　立法技術の諸原則の起草及び普及を確保すること
　六　（削除）
②　調整部局は、第一長官、又は、長官が立法部の責任を負うときは長官の
権威及び指揮の下に置かれる。
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　　　第 7 節　書記局の構成員に関する特別規定
第 77/1 条〔首席書記官による書記局の指揮等〕　首席書記官は、第一長官及
び長官の指揮及び統制の下で、その諸権限に関してそれぞれ、書記局の指
揮の任務を負う。
②　第一長官又は長官は、その諸権限に関してそれぞれ、かつ、首席書記官
及び関係する部会長の意見を聴いた後に、部会長を補佐する書記官を指名
する。
　　　第 8 節　特別規定
第 78 条〔法廷等における構成員の服装〕　王令は、法廷及び公的儀式におい
て、国務院における職務の資格保持者によって身に着けられる服装を規定
する。
②　国王は、優先順位及び名誉を規律する。
第 78/1 条〔審議の記録方法及びその記録の評価方法〕　国王は、第一長官及
び統括聴聞官の理由付き意見を聴いた後に、職務の資格保持者のその審議
任務が記録される方法、及び、これらの記録される情報が評価される方法
を確定する。

第 78/2 条〔病気を理由とする国務院、聴聞官団、調査部局又は書記局の構
成員の欠席に対する統制〕　国務院、聴聞官団、調査部局又は書記局の構
成員の欠席が病気によるものであるとき、この欠席の適正性は、それぞれ、
第一長官若しくは長官、統括聴聞官若しくは統括聴聞官補佐又は首席書記
官により、医療専門行政機関の一部をなす行政厚生局により、この行政厚
生局の行政規則において定められた態様に従って実行される統制の下に置
かれうる。

　　第 2 章　立法部の組織について
第 79 条〔立法部の構成〕　立法部は、12名の国務院構成員と最大 10名の補
佐官から構成される。立法部は、長官と協議して第一長官によって指名さ
れる 4名の部会長と 8名の国務評定官から構成される。4名の部会長及び
8名の国務評定官は、そのうち 4名がフランス語の知識を証明し、4名が
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オランダ語を証明し、残りの 4名がフランス語及びオランダ語を証明する
という方法で、任命される。
②　第一長官は、長官と協議して、出席できない構成員を補完するために、
又は、必要なときに追加部会を構成するために、行政訴訟部を構成する国
務院構成員に、立法部に籍を置くことを求めることができる。

第 80 条〔立法部補佐官〕　立法部補佐官は、国務院が候補者の受理可能性を
審査し、候補者のそれぞれの資格及びメリットを比較した後に、国務院に
よって提示される 3つの名前の名簿に基づいて、更新可能な 5年の任期で、
国王によって任命される。
②　第 70条 §1第 2項から第 12項は、補佐官の提示に適用する。
③　提示は、司法法典第 348条第 1項、第 349条第 4項第 2文及び同条第 5

項第 1文で定められる準則を遵守しながら行われる。
④　第 70条 §2第 1項、第 73条 §1第 3項並びに第 74条第 2項及び第 3項
は、補佐官に適用する。

第 81 条〔部会〕　立法部は、4つの部会に分割する。各部会は、3名の国務
院構成員と 2名の補佐官で構成される。ただし、付託された部会長は、事
案の必要性に応じて、唯一の補佐官が籍を置くこと、又は、部会が補佐官
なしで構成されることを決定することができる。
②　部会は、立法部を構成するために指名された部会長によって主宰される。
部会長がいないときは、主宰は最年長の出席する国務院構成員によって主
宰される。
③　2つの部会は、フランス語の知識を証明する 2名の構成員をそれぞれ含
む。残りの 2つの部会は、オランダ語の知識を証明する 2名の構成員をそ
れぞれ含む。各部会は、さらに、フランス語とオランダ語の知識を証明す
る 1名の構成員を含む。補佐官は、自身が籍を置くことを求められる部会
において、その言語の知識を証明しなければならない。
④　第一長官又は長官は、立法部に責任を負うときは、業務の必要性に応じ
て、部会の 1つに籍を置き、その部会を主宰する。

第 82 条〔立法部による諮問、問題提起及び聴聞〕　立法部は、特別の問題に
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ついて、特別に資格のある者への諮問を行うことができる。
②　立法部は、すべての手続において、問題を提起し、又は、意見要求した
大臣若しくは立法議会議長によって指名された、代理公務員若しくは大臣
の代理人、又は、法律、デクレ若しくはオルドナンスの議員提出案が問題
となるとき当該立法議会議長の受任者に聴聞することができる。

第 83 条〔意見要求の分配、部会での審議〕　第一長官は、第 2条から第 6条
で定める要求を受け、運営計画において定められるシステムに従って、4

つの部局にその要求を分配する。各部会は、それぞれの言語で審議する。
適法にフランス語又はオランダ語で起草されない草案に関するものである
場合を除き、意見はもう一方の言語に翻訳され、フランス語版とオランダ
語版の一致は、両言語の知識を証明する部会の構成員によって確認される。
②　ただし、ドイツ語で起草された意見要求について、意見はドイツ語の十
分な知識を証明した聴聞官団構成員の統制の下で、ドイツ語に翻訳される。
③　意見は、1つの言語での意見の伝達のときから 15日を超えない期限に
おいて、翻訳される。

第 84 条〔事案の審査〕
§1　事案の審査は、以下の場合を除いて、目録への記載順序に従って行われ
る。
　一　立法部に付託する機関が 60日以内に意見の伝達を要求するとき。こ

の期間は、意見が第 85条を適用して総会によって又は第 85条の 2を適
用して合同部会によって付与される場合には 75日まで延長される。

　二　立法部に付託する機関が 30日以内に意見の伝達を要求するとき。こ
の期間は、意見が第 85条を適用して総会によって又は第 85条の 2を適
用して合同部会によって付与される場合には 45日まで延長される。こ
の期間は、7月 15日から 7月 31日までに行われるとき、又は、7月 15

日から 8月 15日までの間に期限満了になるとき、当然に 15日延長され
る。

　三　要求について特別に理由のある緊急性の場合、立法部に付託する機関
が平日 5日以内に意見の伝達を要求するとき。この期間は、意見が第 2



成城法学 87 号（2020）

230

条 §4を適用して付与されるとき、又は、第 85条を適用して総会によっ
て若しくは第 85条の 2を適用して合同部会によって付与されるとき、
平日 8日まで延長される。

②　第 1項第 3号の適用により、緊急性が、命令案についての意見に援用さ
れるとき、要求の中に現れる緊急性の理由付けは、命令の前文において再
び記載される。

§2　平日とは、土曜日、日曜日及び祝日ではない日である。期限は、目録に
記載された平日から起算し始める。期限満了日は、期限に含まれる。その
日が平日ではないとき、期限満了日は、次の平日まで延期される。
②　書記官長は、直ちに、期限の始まりの日と終わりの日を意見要求者に伝
達する。
③　意見は、郵便、運搬、ファックス又は電子メールによって伝達される。
ファックス又は電子メールによる伝達は、書面によって確認される。意見
が第 83条に基づいて翻訳されなければならないときは、起草された言語
で意見が伝達されたときは、その意見はすでに伝達されたものと見なされ
る。

§3　第 2条 §1第 2項の適用に加えて、本条 §1第 1項第 1号及び第 2号で定
める場合において、立法部意見は、起草者の権限、法的根拠及び規定され
る形式性の達成についての審査にとどめることができる。立法部意見は、
本条 §1第 1項第 3号で定める場合において、この審査にとどめる。
②　意見が本条 §1第 1項で定める期限において要求されるとき、規定され
る形式性の実際の不達成にもかかわらず、その意見は付与される。

§4　意見の要求が法律、デクレ若しくはオルドナンスの政府草案又は議員提
出案、又は、そのような政府草案若しくは議員提出案に対する修正案を対
象とするとき、立法部は、本条 §1第 1項で定める期限内に、又は、この
期限満了前に意見要求者によって付与された補足的期間内に、本条 §3第
1項で定める 3点を少なくとも対象としている意見を伝達しなければなら
ない。
②　意見の要求が命令案を対象とするとき、立法部が本条 §1第 1項で定め
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る期限内に、又は、この期限満了前に意見要求者によって付与された補足
的期間内に、意見を伝達しなかった場合、国務院は、その要求の管轄を失
い、その要求は目録から消去される。命令の前文において、期間内での意
見の伝達の欠如について言及される。

第 84 条の 2〔形式性の審査〕　第 84条 §1第 1項を適用して期限が付加され
ていない意見の要求の受領から、付託された部会は、自身に付託された政
府草案又は議員提出案によって要求されている事前の形式性が満たされた
かどうかを審査する。
②　第 1項で定める要求の受領から 15日以内に、部会は、場合に応じて、
達成されなかった事前の形式性を書面で意見要求機関に通知する。
③　第 2項で定める形式及び期限において、付託された部会が、文書が審査
される状態にないと確認するとき、部会は、第 84条 §1第 1項柱書の特例
として、目録への記載順序において次になされる事案の審査に取り掛かる
ことを決定することができる。
④　審査が前項を適用して中断される事案は目録から消去され、審査待ち目
録に記載される。審査は、部会長が形式性の完全な達成を確認した後に、
できるだけ早く再び行われる。

第 84 条の 3〔聴聞官による通知〕　第 84条 §1第 1項第 1号及び第 2号で定
める意見要求の審査のとき、規定される形式性が達成されていないと判断
した聴聞官は、代理公務員又は大臣の代理人にすぐにそのことを通知する。

第 85 条〔総会〕　立法部は、立法部に諮問を行った立法議会議長又は大臣が
要求するときはすべて、総会で議席を構成する。
②　立法部を構成するために指名された国務院構成員及び補佐官は、総会に
参加し、そこで投票権を有する。
③　総会は、国務院第一長官、又は、その欠席の場合には、国務院長官に
よって主宰される。第一長官及び長官は、たとえ立法部を構成していなく
とも、投票権を有する。
④　第一長官及び長官が欠席の場合、主宰は、部会長の最年長の者、又は、
場合によっては、出席する国務評定官によって行使される。
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第 85 条の 2〔合同部会〕　意見の要求が、国家、共同体又は地域圏のそれぞ
れの権限に関する問題を提起するとき、第一長官又は長官は、立法部に責
任を負うとき、その問題を合同部会に付託する。合同部会を構成するため
に、第一長官は、毎年、6名の構成員が 4名の補佐官を伴って合同部会を
形成する異なる言語の 2つの〔合同〕部会を指名する。
②　主席聴聞官が第 1項を適用するべきと考えるときは、第一長官又は長官
は、立法部に責任を負うとき、合同部会への付託を命じる。

　　第 3 章　行政訴訟部の組織について
第 86 条〔行政訴訟部の組織〕　行政訴訟部は、11の部会、つまり、フラン
ス語の 5つの部会、オランダ語の 5つの部会、二言語部会に分割され、そ
れぞれ 3名の構成員によって構成される。

②　第一長官、又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官が、事案の
数により要請されるときは、補完的部会を設置することができる。

第 87 条〔行政訴訟部の運営〕　オランダ語の知識を証明する構成員から構成
されるオランダ語部会は、オランダ語で取り扱われるべきすべての事案を
管轄する。
②　少なくとも 6名の国務院構成員、すなわち、3名のオランダ語話者及び

3名のフランス語話者が、優先的に、第 20条で定める破棄の訴えの許可
を審査する。第一長官、又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官
が、第 20条 §3で定める期間が常に尊重されているように、部局の必要性
を考慮して、この数を調整することができる。
③　第一長官、又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官が、進行す
る月日において取り扱われる許可審査の平均取り扱い期間を決定する。こ
の平均取り扱い期間が第 20条 §3で定める期間の 2倍を超えると思われる
ときは、第一長官、又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官が、
以前に決定された平均取り扱い期間が新たに第 20条 §3第 1項で定める期
間を遵守するときまで、これを回復するための必要な措置をとる。
④　特に、第一長官、又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官が、
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補完的部会を設置し、他の事項に優先して、破棄の訴えにおける許可手続
における訴えの取り扱いについて独占的に又は部分的に任務を負う行政訴
訟部のすべての構成員又は一定の構成員を指名することができる。所管す
る専門集団の長は、内務大臣及びこの規定を適用する国務院総会に報告す
る。
⑤　第 4項を適用して指名された職務の資格保持者は、第 20条 §3で定める
在職年数の要件を満たすことはできない。
⑥　行政訴訟部は、優先的に、破毀の訴え、及び、聴聞官団が簡潔な討議し
か必要としないと評価する目的のない取消しの訴え又は取下げを含む若し
くは訴訟事件目録から抹消しなければならない取消しの訴えを取り扱う。
⑦　フランス語の知識を証明する構成員から構成されるフランス語部会は、
フランス語で取り扱われるべきすべての事案を管轄する。
⑧　第一長官が立法部の責任を負うときは第一長官によりフランス語及びオ
ランダ語の知識を証明する構成員から構成される二言語部会は、第 52条
及び第 61条により特別に二言語部会に割り当てられた事案を管轄する。

第 88 条〔ドイツ語の事案の取扱い等〕　ドイツ語の知識を証明する国務院構
成員を含む部会は、ドイツ語を使用しなければならない事案、及び、同時
にドイツ語とフランス語又はオランダ語を使用しなければならない事案を
管轄する。事案の言語がドイツ語の知識を証明する国務院構成員を含む部
会の言語ではないときは、その事案は二言語部会に移送される。ただし、
この場合、ドイツ語の知識を証明する国務院構成員は、二元語部会を構成
する最古参の国務院構成員の地位に位置する。

第 89 条〔行政訴訟部の構成〕　行政訴訟部は、部会長、及び、立法部を構成
するために指名されていない国務評定官から構成される。第一長官又は長
官は、役務の必要性に応じて、自身が主宰する部会において在籍する。
②　立法部を構成するために指名された国務院構成員は、二言語部会を形成
するために、構成員の職務不能のためにオランダ語部会又はフランス語部
会の構成員を補完するために、又は、補完的部会を設置するために、必要
に応じてその都度、行政訴訟部において在籍することを求められうる。
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第 90 条〔行政訴訟部の部会の構成〕
§1　行政訴訟部の部会は、3名の構成員が在籍する。
②　ただし、行政訴訟部の部会は、以下の事案について 1名の構成員が在籍
する。
　一　執行停止及び一時的措置についての請求
　二　第 17条 §6及び §7、第 21条第 2項又は第 26条が適用される取消し
の訴え又は破棄の訴えに関して、又は、訴えが目的のないと宣言されな
ければならない、取下げを必要とする、若しくは訴訟事件目録から抹消
されなければならないとき、又は、簡潔な討議しか必要としない訴えが
取り扱われるとき

③　第 1項の例外として、部会長は、職権により、法的複雑性又は事案の利
益がその障害とならないとき、1名の構成員から構成される部会に事案を
付託することを命じることができる。
④　第 2項の例外として、部会長は、提訴者がその訴えにおいて理由を付け
て要求しているとき、又は、職権により、法的複雑性若しくは事案の利益
又は特別の状況がそれを要求するとき、3名の構成員から構成される部会
に事案を付託することを命じることができる。

§2　第 20条で定める破棄の訴えの許可審査の際に、裁判構成体は常に 1名
の構成員から構成される。
②　部会長の権限の資格保持者が、部会における判例の統一性を確保するた
めに、事案が 3名の裁判官によって取り扱われなければならないと評価す
るとき、部会長の権限の資格保持者は、3名の構成員から構成される部会
への付託を命じる。
③　部会における判例の統一性を確保するために、部会長の権限の資格保持
者は、第一長官、又は、場合に応じて長官に、自身の見解によれば行政訴
訟部の合同部会によって取り扱われなければならない事案をただちに通知
する。

　　第 4 章　行政訴訟部の総会について
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第 91 条〔行政訴訟部総会への付託〕　部会が権限濫用を理由とする修正又は
取消しを生じさせることを認めるすべての場合において、行政訴訟部総会
への付託は法上当然のことである。

第 92 条〔行政訴訟部の総会及び合同部会への付託〕
§1　審理における報告の任務を負う国務評定官の意見を聴いた後に、第一長
官又は長官が判例の統一性を確保するために、事案が行政訴訟部総会で取
り扱われなければならないと評価するとき、第一長官又は長官は、その事
案の行政訴訟部総会への付託を命じる。
②　第一長官及び長官が総会を招集する必要がないと評価するとき、部会長
は、事案を部会に通知する。部会が、審議の後に、行政訴訟部総会の招集
を請求するとき、第一長官、又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは
長官が、その請求に応じなければならない。
③　報告の任務を負う聴聞官の意見を聴いた後に、統括聴聞官は、同じ理由
のために、事案が行政訴訟部総会で取り扱われなければならないと評価す
るとき、第一長官はその事案の行政訴訟部総会への付託を命じる。

§2　第一長官又は長官は、第 20条の意味での破棄の訴えの許可審査又は破
棄の訴えの審査の任務を負う国務院構成員の意見を聴いた後に、この審査
が、判例の統一性を確保するために、行政訴訟部の合同部会で取り扱われ
なければならないと評価するとき、第一長官又は長官は、その事案の合同
部会への付託を命じる。
②　第一長官及び長官が合同部会を招集する必要がないと評価するとき、部
会長は、事案を部会に通知する。部会が、審議の後に、合同部会の招集を
請求するとき、第一長官、又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長
官が、その請求に応じなければならない。
③　第 20条の意味での破棄の訴えが許可される宣言されるとき、第一長官、
又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官が、対象となっている決
定が総会又は合同部会の形態での行政裁判所によってなされた度に、その
事案の行政訴訟部の合同部会への付託を命じる。報告の任務を負う聴聞官
の意見を聴いた後に、統括聴聞官が、判例の統一性を確保するために、事
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案が合同部会で取り扱われなければならないと評価するときも同様とす
る。
④　第一長官、又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官が、事案の
利益により要請されると評価するとき、第一長官又は長官は、前記で定め
ることの特例として、事案を行政訴訟部総会に移送することを決定するこ
とができる。報告の任務を負う聴聞官の意見を聴いた後に、統括聴聞官が、
判例の統一性を確保するために、事案が行政訴訟部総会で取り扱われなけ
ればならないと評価するときも同様とする。

第 93 条〔当事者による行政訴訟部総会への付託の請求等〕
§1　第 17条 §1第 2項、§3第 5項、§4、§7、第 18条第 2項から第 4項まで、
第 52条第 2項及び第 61条の特例として、行政に関する言語の使用につい
ての 1966年 7月 18日再編法律第 7条で定める市町村の 1つに定住する人
物によって提起された、第 11条、第 12条、第 13条、第 14条、第 16条
第 1号から第 8号まで、第 17条、第 18条及び第 36条で定める請求、問
題、取消しの訴え又は破棄の訴え、並びに、異議、第三者異議及び修正の
訴えは、以下の要件がいずれも満たされるとき、この人物の請求により行
政訴訟部総会により取り扱われる。
　一　請求、問題又は訴えの目的がそれらの市町村において限局され又は限

定される。
　二　当該人物が、その人物が第 19条に従って行政訴訟部に事案を提起す

るその書面上の標題において、その事案が行政訴訟部総会により取り扱
われることを請求している。

　三　この書面が、それらの市町村において適用される保障、法的制度及び
言語的権利への形式的な言及を含んでいる。

②　行政訴訟部総会が第 1項で定める要件が満たされていないと答申すると
き、行政訴訟部総会は、第 6編第 2章第 1節の諸規定に従って、第 91条
及び第 92条 §1を適用して総会への付託を妨げることなく、事案を部会に
付託する。

§2　第 17条に適合して、かつ、§1で定める要件の下で提起される過度の緊
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急性を理由とする執行停止の請求の場合に、執行停止は、第一長官、若し
くは、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官により、又は、そのため
に第一長官若しくは長官が指名した部会長若しくは国務評定官により、一
時的に命じられうる。
②　第一長官、長官、部会長又は国務評定官は、自身がその学位証明により、
その事案が第 6編第 2章第 1節に従って取り扱われなければならない言語
における法学の博士号、学士号又は修士号の試験に合格したことを証明し
たときにしか、第 1項に従って過度の緊急性を理由とする執行停止の請求
を取り扱うことはできない。

§3　第 20条及び第 90条 §2の特例として、§1に基づく総会の管轄から生じ
る破棄の訴えの許可審査は、第一長官及び長官により共同で実施される。
第一長官及び長官の間に不一致があるとき、破棄の訴えは行政訴訟部総会
に付託される。第一長官若しくは長官の欠席又は職務不能のとき、その学
位証明書により同じ言語における法学の博士号、学士号又は修士号の試験
に合格したことを証明した最古参の部会長、又は、その部会長が欠如して
いるときは、その学位証明書により同じ言語における法学の博士号、学士
号又は修士号の試験に合格したことを証明した最古参の国務評定官が、第
一長官又は長官に代わって、行政訴訟部総会を主宰する。

§4　行政に関する言語の使用についての 1966年 7月 18日再編法律第 7条で
定める市町村の 1つに定住するすべての相手方当事者又は訴訟参加人は、
以下の要件がいずれも満たされるとき、事案が行政訴訟部総会に付託され
ることを請求することができる。
　一　請求、問題又は訴えの目的がそれらの市町村において限局され又は限

定される。
　二　その請求が当事者が提出する最初の手続行為の標題でなされている。
　三　言語的立法が問題となっている。
②　このような請求の場合、付託される部会が、命令により、第 1項で定め
る居住要件又は第 1項第 1号又は第 2号で定める要件を満たしていること
が明らかでないと確認しない限りにおいては、事案は職権により総会に付
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託される。この命令は、すべての手続遂行の前に、行政訴訟部総会に事案
を付託することをそれぞれ決定できる第一長官及び長官に、ただちに通知
する。第一長官若しくは長官の欠席又は職務不能のとき、その学位証明書
により同じ言語における法学の博士号、学士号又は修士号の試験に合格し
たことを証明した最古参の部会長、又は、その部会長が欠如しているとき
は、その学位証明書により同じ言語における法学の博士号、学士号又は修
士号の試験に合格したことを証明した最古参の国務評定官が、第一長官又
は長官に代わって、行政訴訟部総会を主宰する。
③　行政訴訟部総会が第 1項で定める要件が満たされていないと答申すると
き、行政訴訟部総会は、第 6編第 2章第 1節の諸規定に従って、第 91条
及び第 92条 §1を適用して総会への付託を妨げることなく、事案を部会に
付託する。

§5　統括聴聞官及び統括聴聞官補佐は、その言語的役割においてそれぞれ、
本条に従って行政訴訟部総会により取り扱われる事案の審理に参加するた
めに、聴聞官団の 1名の構成員を指名する。同様に指名される聴聞官団の
2名の構成員は、一緒に報告書を作成し、公開の法廷の際にその審議の終
わりにその意見を付与する。
②　第 21条第 6項及び第 30条 §3は、聴聞官の 2名の構成員が、訴えは不
受理とする若しくは棄却されるべきと結論付け、又は、行為若しくは命令
は取り消されなければならないと結論付けるときにしか適用されない。

§6　少なくとも 1つの事案が §1から §4までに従って行政訴訟部総会におい
て係争中である複数の事案について唯一のかつ同一の判決により裁定しな
ければならないとき、第一長官及び長官により共同して、職権により、統
括聴聞官又は統括聴聞官補佐の請求により、又は、当事者の請求により、
その併合が命じられうる。

§7　第 21条の 2§2、第 30条 §2及び §2の 2第 3項第 1文は、§1から §4ま
でに基づいて行政訴訟部総会により取り扱われる事案には適用しない。

第 94 条〔行政訴訟部総会の構成〕　行政訴訟部総会は、第 89条第 1項で定
める国務院構成員により構成される。行政訴訟部総会は、主宰者を含めて、
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8名を下回らない偶数で構成される。
②　行政訴訟部総会は、その学位証明書により、一方でフランス語における
及び他方でオランダ語における法学の博士号、学士号又は修士号の試験に
合格したことを証明した国務院構成員から同数で構成される。場合に応じ
て、第 89条第 2項が適用される。

第 95 条〔行政訴訟部総会の主宰〕
§1　行政訴訟部総会は、国務院第一長官、又は、これを欠くときは国務院長
官により主宰される。いずれも欠くときは、行政訴訟部総会の主宰は、出
席する部会長のうち最古参の者、又は、これを欠くときは、出席する国務
評定官のうち最古参の者により行使される。

§2　ただし、行政訴訟部総会が第 93条を適用して付託されるとき、行政訴
訟部総会は、訴訟事件目録における登録を考慮して、第一長官及び長官に
よって交互に主宰される。
②　第 93条 §4に従って行政訴訟部総会に付託された事案は、第 1項を適用
して、付託の日に訴訟事件目録において登録された事案に続いて、付託の
日に訴訟事件目録に登録されたものと見なされる。

§3　第 93条に基づいて行政訴訟部総会で係争中の複数の事案が第 93条 §6

に適合して併合されたとき、行政訴訟部総会の主宰は、併合の前に、訴訟
事件目録に最初に記載された事案を主宰することを求められた第一長官又
は長官により確保される。

§4　§2及び §3を適用して行政訴訟部総会を主宰することを求められた第一
長官若しくは長官の欠席又は職務不能のとき、その学位証明書により同じ
言語における法学の博士号、学士号又は修士号の試験に合格したことを証
明した最古参の部会長、又は、その部会長が欠如しているときは、その学
位証明書により同じ言語における法学の博士号、学士号又は修士号の試験
に合格したことを証明した最古参の国務評定官が、第一長官又は長官に代
わって、行政訴訟部総会を主宰する。

第 95 条の 2〔合同部会の構成及び主宰〕
§1　第 92条 §2で定める行政訴訟部の合同部会の構成に関して、第一長官、



成城法学 87 号（2020）

240

又は、長官が行政訴訟部に責任を負うときは長官が、毎年、破棄の訴えの
取り扱いの任務を負う異なる言語の 2つの部会を指名し、その部会のうち
6名の構成員は、同様に、行政訴訟部の合同部会を代表する。

§2　第 92条 §2で定める行政訴訟部の合同部会は、最古参の部会長により、
又は、これを欠くときは、出席する国務評定官の中から最古参の部会長に
より指名される 1名の部会長により主宰される。
②　第 1項の適用を妨げることなく、第一長官、又は、長官が行政訴訟部に
責任を負うときは長官が、行政訴訟部の合同部会に参加することができる。

第 96 条〔行政訴訟部構成員の投票権〕　行政訴訟部総会の構成員は、たとえ
行政訴訟部の構成員ではないときでも、投票権を有する。

第 97 条〔投票が同数の場合〕　投票が同数のとき、第 91条及び第 92条を適
用して、訴えは棄却される。
②　投票が同数のとき、判決は、第 16条第 7号で定める請求を棄却すると
結論付ける。
③　投票が同数のとき、行政訴訟部総会が第 93条を適用して付託されてい
る場合には、第 95条 §2から §5までに従って行政訴訟部総会を主宰する
者の投票が優先する。

第 98 条〔判決までの期間〕　判決は、付託の決定の表明の日から 6か月以内
に下されなければならない。
②　この期間は、延長の全体期間が当該期間の 2倍を超えない限りにおいて、
延長することができる。

　　第 5 章　国務院総会及び専門集団長組合について
第 99 条〔国務院総会の構成〕　国務院総会は、第一長官、長官、部会長及び
国務評定官から構成される。国務院総会は、国務院第一長官、又は、これ
を欠くときは、国務院長官により主宰される。いずれも欠くときは、国務
院総会の主宰は、出席する部会長のうち最古参の者、又は、これを欠くと
きは、出席する国務評定官のうち最古参の者により行使される。
②　統括聴聞官は、すべての国務院総会に招集される。統括聴聞官は、自身
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が要請するたびに、国務院総会で聴聞される。
第 100 条〔立法部補佐官の陪席〕　立法部の補佐官は、議題が自身の帰属し
ている部に関係する対象を含んでいるときに、国務院総会に陪席する。
②　立法部の補佐官は、前項の対象に関して投票権を有する。
第 101 条〔国務院総会の内部規則〕　国務院総会の内部規則は、統括聴聞官
及び統括聴聞官補佐の意見に基づいて国務院総会により決定される。内部
規則は国王により承認される。
②　立法部の補佐官は、自身が帰属している部に関係する内部規則の諸規定
の起草に投票権をもって参加する。

第 101/1 条〔専門集団長組合の構成〕　専門集団長組合は、第一長官、統括
聴聞官、長官及び統括聴聞官補佐から構成される。首席書記官及び管理職
行政官は、自身の権限が問題となるとき、発言権をもって専門集団長組合
の会合に陪席する。

　　第 6 章　行政職員について
第 102 条〔行政職員の任命及び罷免〕　行政職員の任命及び罷免は、国務院
総会に帰属し、国務院総会は、この権限の全部又は一部を第一長官に委任
することができる。

第 102 条の 2〔管理職行政官〕　国王は、閣議で審議決定される命令により、
かつ、国務院総会及び統括聴聞官の意見に基づいて、更新可能な 5年の期
間で、国務院の行政管理及びその設備に任務を負う 1名の管理職行政官を
任命する。
②　以下の者は管理職行政官として任命することができない。
　一　満 37歳ではないとき
　二　国家行政における A水準の雇用にアクセスできる学位の資格保持者

ではないとき
　三　付与すべき職務の領域において少なくとも 5年の経験を証明できない

とき
③　〔略〕
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④　〔略〕
⑤　〔略〕
第 102 条の 3〔管理職行政官の補佐〕　国王は、国務院総会、統括聴聞官及
び管理職行政官の意見に基づいて、管理職行政官がその権限を行使する期
間の開始と終了に一致する更新可能な 5年の期間で、職員及び組織の統率
指揮者の補助的権限の資格保持者、並びに、予算及び管理の統率指揮者の
資格保持者を任命する。
②　〔略〕
③　以下の者は、職員及び組織の統率指揮者の補助的権限の資格保持者、並
びに、予算及び管理の統率指揮者の資格保持者として任命することができ
ない。
　一　満 27歳ではないとき
　二　国家行政における A水準の雇用にアクセスできる学位の資格保持者

ではないとき
　三　補助的権限の職務内容の領域において有益な経験を証明できないとき
④　〔略〕
⑤　〔略〕

　　第 7 章　報酬及び年金について
第 103 条から第 106 条　〔略〕

　　第 8 章　兼職禁止及び懲戒について
第 107 条〔兼職禁止〕　国務院、聴聞官団、調整部局及び書記局の構成員の
職務は、司法的職務、選挙により付与される公的職務、公的秩序又は行政
的秩序において報酬を与えられるすべての公的職務又役務、裁判の公証人
及び執行官の任務、弁護士業、文官職及び教会職と兼職することはできな
い。
②　以下の場合、第 1項から除外されうる。
　一　高等教育施設における授業の任務を負う教授、准教授又は助教の職務
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を行使するとき。ただし、これらの職務は、1週間で 5時間を超えては
ならず、また、1週間で 2回の半日を超えてはならない。

　二　試験委員会の構成員の職務を行使するとき
　三　委員会、諮問的な評議会又は委員会に参加するとき。ただし、報酬を

与えられる任務又は職務の数は 2つに限定され、また、その報酬の全体
が国務院の主要な職務の毎年の給与総額の 10倍を超えてはならない。

③　前項の特例は、第 1号又は第 2号及び第 3号で定められるものに従い、
国王又は内務大臣により付与される。これらの特例は、国務院、調整部局
又は書記局の構成員が問題となるときは第一長官の意見に基づいて、及び、
聴聞官団の構成員が問題となるときは統括聴聞官の意見に基づいて、付与
される。

第 108 条〔徴用禁止〕　国務院、聴聞官団、調整部局又は書記局の構成員は、
法律で定める場合を除いて、いかなる公的役務について徴用されない。

第 109 条〔禁止事項〕　国務院、聴聞官団、調整部局又は書記局の構成員は、
以下のことを行うことができない。
　一　当事者の弁護を口頭でも書面でも引き受けること、当事者に助言を付

与すること
　二　報酬のある調停を行うこと
　三　個人的にであれ、仲介人を通じてであれ、すべての商業行為を行うこ

と、事案の代理人となること、商業会社又は工業若しくは商業施設の指
揮、管理又は監視に参加すること

②　第 1項第 1号は、国務院での取消しの訴え及び破棄の訴えに関して、立
法部の補佐官に適用される。
③　第 1項第 3号の特例として、国王は、特別の場合には、工業的会社又は
施設の監視への参加を認めることができる。

第 110 条〔行政職員への準用〕　第 107条第 1項及び第 109条第 1項・第 3

項は、国務院の行政職員に適用する。
②　国家公務員に適用される諸規定が、国家公務員に一定の補完的活動の行
使を認め又は結びつけている場合には、特例がさらに行政職員に対して国
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務院により付与されうる。
第 111 条〔出向〕　国務院における職の資格保持者は、その同意により、か
つ、第 107条第 3項で定める意見により、国家機関の下で一定の使命を達
成し又は一定の職務を行使することを国王により担わされうる。
②　出向期間は 1年を超えることはできない。ただし、延長は、出向の合計
期間が 6年を超えない限り、第 1項で定める要件の下で、最大で 1年の間
認められうる。出向の期間満了後、当事者が国務院でのその職務に再び就
かなかったときは、その人物は辞職したものと見なされる。
③　出向者は、等級名簿についてのその地位を維持する。出向の立場におい
て経過した時間は、実効的な役務の期間として見なされる。
④　出向者は、国務院におけるその職務に附属する待遇を受け続ける。いか
なる補完的報酬も出向者に認められえず、また、付与された任務又は職務
に内在する現実の負担を補填する手当及びそれぞれの特別な場合において
国王より付与される手当を除いて、いかなる手当も出向者に認められえな
い。
⑤　聴聞官補佐又は調査官補佐は出向することができない。
⑥　第 74/1条第 2項で定める権限の資格保持者は、出向することができな
い。第 74/1第 3項で定める権限の資格保持者は、1年の期間を超えること
ができない限定的期間について、出向することができる。
⑦　管理行政官がその職務の資格保持者であるとき、出向は、第 2項の例外
として、管理行政官の権限の期間について、行うことができる。
⑧　国務院の下での職務の資格保持者の、外国人の領土へのアクセス、滞在、
居住及び離反に関する 1980年 12月 15日法律で定める諸規定に従って、
外国人訴訟評議会での権限への任命は、法上当然に、権限の期間について、
関係する職務の資格保持者への出向を含意する。権限の更新の場合、この
出向は、法上当然に、更新の期間について、延長される。第 4項第 1文の
例外として、当該出向者は、手当、行使される権限に附属する給与の昇給
及び補充を含めて、その待遇を受ける。

第 111 条の 2〔聴聞官団構成員の出向〕　聴聞官団の多くとも 4名の構成員
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は出向することができる。多くとも 3名の出向構成員は、同じ言語的役割
に帰属することができる。

第 112 条〔超国家的、国際的又は外国の機関への出向〕　第 74/1条で定める
専門集団長の権限の資格保持者を除いて、国務院の職務の資格保持者は、
第 107条第 3項で定める意見により、超国家的、国際的又は外国の機関の
下で一定の使命を達成し、又は、一定の職務を行使することを国王により
認められる。
②　国務院の職務の資格保持者に割り当てられる任務がその国務院でのその
職務を獲得することをその国務院の職務の資格保持者にもはや認めないと
きは、この国務院の職務の資格保持者は出向として配置される。
③　出向として配置される合計期間は、国務院での職務の実効的行使の期間
を超えることはできない。
④　出向の立場において、当事者は、国務院でのその職務に附属する待遇を
受け続けること、及び、昇給に参加することを中断する。当事者は、第
69条で定める地位の数にもかかわらず、国務院での以前のその職務に復
帰する権利を保持する。
⑤　出向の期間満了後、当事者が国務院でのその職務に復帰しなかったとき
は、当事者は、辞職したものと見なされる。
⑥　〔略〕
⑦　第 4項の特例として、国務院でのその職務を獲得することを国務院の職
務の資格保持者にもはや認めないような報酬を受けない職務を行使するた
めに、超国家的又は国際的機関に出向する国務院の職務の資格保持者は、
国務院の職務に附属する待遇を受け続ける。第 111条の 2は、本項で定め
る者に適用する。

第 113 条〔出向者の上限等〕　組織の外に置かれている国務院構成員、並び
に、出向中の又は組織の外に置かれている聴聞官団、調整部局及び書記局
の構成員は、第 69条で定める地位の数にもかかわらず代替されるが、こ
の数が、2名の国務評定官以上、4名の聴聞官団構成員以上、1名の調整
部局構成員以上、及び、1名の書記局構成員以上であってはならない。
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②　外国人の領土へのアクセス、滞在、居住及び離反に関する 1980年 12月
15日法律で定める諸規定に従って、外国人訴訟評議会の下での権限につ
いて任命されるすべての職務の資格保持者は、第 69条で定める地位の数
にもかかわらず、代替されうる。
③　第 73条 §1を適用して、代替を確保する観点からなされる任命は、新し
い地位への任命と見なされる。
④　代替を確保するために付与された職務の資格保持者は、確定的に任命さ
れる。この資格保持者は、空席に応じて、第 69条で定める地位に就くこ
とができるが、空席となっている地位に就くために必要とされる言語の知
識を証明するものとする。

第 114 条〔近親者の兼職禁止〕　叔父と甥を含めた水準までの両親及び親戚
は、国王の特別許可なく、同時に国務院構成員となることができない。叔
父と甥を含めた水準までの両親及び親戚は、総会を除き、同時に在籍する
ことができない。

第 115 条〔尊厳及び義務を欠く場合〕　その職務の尊厳又はその地位上の義
務を欠いたすべての国務院構成員は、場合に応じて、破毀院付きの検事総
長の告発に基づいて、破毀院によって総会でなされる決定により、その職
務の剥奪又は中断が宣言されうる。

　第 8 編　多様な諸規定
第 116 条〔経過規定〕　第 11条、第 14条及び第 16条で定める取消しの訴え、
破棄の訴え、提訴又は請求は、その異議が国務院の創設に関する 1946年
2月 23日法律の審署より以前のものであるときは、受理されない。

第 117 条〔閣議で審議決定される王令によりとられる措置〕　閣議で審議決
定される王令は、本再編法律の執行を確保するために必要なすべての補完
的な組織的措置をとる。

第 118 条〔運営に必要な予算〕　国務院の運営に必要な予算は、連邦内務公
役務局の予算に記載される。
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第 119 条〔年次活動報告書〕　国務院は、毎年、活動報告書を作成し、公表
する。
②　この報告書は、特に、以下のことを含む。
　一　訴訟の性質又は意見の要求の性質を考慮して、この期間の間の新たな

事案の数及びこの同じ期間に確定判決又は意見によって規律された事案
の数を明らかにする統計

　二　専門集団長の管理計画の実施説明
　三　過ぎ去った司法年度における第 20条で定める許可手続の適用の簡潔

な概要
　四　国務院の管理及びその整備に関する情報、国務院が利用できる財源に

基づく労働負担の進展的影響、並びに、予算的影響を有しうるあらゆる
措置の説明。〔以下略〕

③　この報告書は、場合によって電子的方法で、内務大臣、立法議会の諸議
長、国務院総会及び聴聞官団構成員に、遅くとも 12月 31日までに通知す
る。

第 120 条　（削除）
第 121 条　（削除）

　第 9 編　裁判的事案を解消し、意見の要求の数の増加に対処する観点から
の諸措置

第 122 条〔行政訴訟部及び立法部における案件の増加に対する対処〕
§1　行政訴訟部における遅延を解消し若しくは予防し、又は、立法部におけ
る審議の任務に対処することができるように、第 69条第 1号で定める数
は、それぞれ 44から 50まで、及び、28から 34までとし、言語的役割に
より 3名の国務評定官が増員される。

②　前項の職務の資格保持者は、優先的に、存在する若しくは予防すべきそ
の遅延及び審議負担が最も重要である法的領域において、行政訴訟部の遅
延の解消若しくはその予防、又は、立法部の審議に寄与する責任を負う。
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この法的領域は、関係する部会の長との協議の後、関係する部に応じて第
一長官又は長官によって指定される。第 86条第 2項の実際の適用を妨げ
ることなく、第一長官及び長官は、この職務の資格保持者を、関係する部
会の要求を考慮して 1つ又は複数の部会に割り当てる。
③　第 1項で定める一時的増員は、2015年 12月 31日に終了する。ただし、
専門集団の長の全体の理由付き提案に基づいて、第 69条第 1号で定める
国務評定官の数は、その必要があれば、閣議で審議決定された王令により、
最大 2年の更新可能な期間について、言語的役割により最大 3名の国務評
定員の競合まで増員されうる。

§2　第一長官又は長官は、その年次活動報告書において、本条で定める国務
評定官の補完的数及び遂行される目的の観点から達成される進行の実施に
ついて報告する。

§3　本条を適用して国務評定官の職務が付与された国務評定官は、その職務
において任命され、定員超過として数えられる。本条の定める国務評定官
は、第 69条第 1号で定める地位が空席のとき、法上当然にその地位に就
くことができるが、空席となっている地位に就くために必要とされる言語
的知識を証明するものものとする。
②　役務の必要性を考慮して、第一長官は、長官と協議して、自身が定める
期間について、国務院の 2つの部のうち 1つの部の 1つの部会において、
定員超過の複数の国務評定官を指名する。

第 123 条〔行政訴訟部及び立法部における案件の増加に対する対処〕
§1　行政訴訟部における遅延を解消し若しくは予防し、又は、立法部におけ
る審議の任務に対処することができるように、第 69条第 2号で定める数
は、64から 76までとし、言語的役割により 6名の第一聴聞官、聴聞官又
は聴聞官補佐が増員される。
②　前項の職務の資格保持者は、優先的に、存在する若しくは予防すべきそ
の遅延及び審議負担が最も重要である法的領域において、行政訴訟部の遅
延の解消若しくは予防、又は、立法部の審議に寄与する任務を負う。この
法的領域は、関係する部の首席第一聴聞官との協議の後、それぞれの権限
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に関して統括聴聞官又は統括聴聞官補佐によって指定される。
③　第 1項で定める一時的増員は、2015年 12月 31日に終了する。ただし、
専門集団の長の全体の理由付き提案に基づいて、第 69条第 2号で定める
聴聞官団構成員の数は、その必要があれば、閣議で審議決定された王令に
より、最大 2年の更新可能な期間について、言語的役割により最大 6名の
第一聴聞官、聴聞官又は聴聞官補佐の競合まで増員されうる。

§2　統括聴聞官又は統括聴聞官補佐は、その年次活動報告書において、本条
に基づく聴聞官団構成員の補完的数及び遂行される目的の観点から達成さ
れる進行の実施について報告する。

§3　本条を適用して聴聞官団構成員の職務が付与された聴聞官団構成員は、
その職務において任命され、定員超過として数えられる。本条の定める聴
聞官団構成員は、第 69条第 2号で定める地位が空席のとき、法上当然に
その地位に就くことができるが、空席となっている地位に就くために必要
とされる言語的知識の証明を行うものとする。
②　役務の必要性を考慮して、統括聴聞官又は統括聴聞官補佐は、それぞれ
に関して、定員超過として任命される複数の聴聞官団構成員を自身が定め
る聴聞官団の部に割り当てる。

第 124 条〔行政訴訟部及び立法部における案件の増加に対する対処〕
§1　行政訴訟部における遅延を解消し若しくは予防し、又は、立法部におけ
る審議の任務に対処することができるように、第 69条第 4号で定める数
は、25から 31までとし、言語的役割により 3名の書記官が増員される。
②　第 1項で定める一時的増員は、2015年 12月 31日に終了する。ただし、
専門集団の長の全体の理由付き提案に基づいて、第 69条第 4号で定める
書記官の数は、その必要があれば、閣議で審議決定された王令により、最
大 2年の更新可能な期間について、言語的役割により最大 3名の書記官の
競合まで増員されうる。

§2　本条を適用して書記官の職務が付与された書記官は、その職務において
任命され、定員超過として数えられる。本条の定める書記官は、第 69条
第 4号で定める地位が空席のとき、法上当然にその地位に就くことができ
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るが、空席となっている地位に就くために必要とされる言語的知識を証明
するものとする。
②　役務の必要性を考慮して、第一長官は、長官と協議して、自身が定める
期間について、国務院の 2つの部のうち 1つの部の 1つの部会において、
定員超過の複数の書記官を指名する。

4. 憲法第 82 条で定める両院協議会を組織し、国務院に関する再編法律
を修正する 1995 年 4 月 6 日法律（抄）

（2014 年 1 月 6 日最終改正）

第 16 条〔両院議長による政府提出法律案、議員提出法律案及び修正案の義
務的諮問〕　法律の政府提出案又は議員提出案を付託された議院の議長は、
書面での要求が、両議院の 1つの書記局に提出され、両院協議会の少なく
とも 12名の構成員によってなされ、もっぱらこの政府提出法律案、議員
提出法律案、又は第一表決の際に採択された修正案を対象とし、両院協議
会が付託された権限抵触に関するものであるとき、国務院立法部の意見を
求めなければならない。
②　両院の議長は、緊急の場合に、意見が、国務院再編法律第 84条 §2第 1

項の意味での平日 5日間を超えない期限内において作成されることを求め
ることができる。

5.　立法部の意見の公表の観点から国務院に関する 1973 年 1 月 12 日
再編法律を改正する 2016 年 8 月 16 日法律

第 1 条〔目的〕　本法律は、憲法第 78条で定める事項を規律する。
第 2 条　〔略。再編法律に第 5/1条を挿入〕
第 3 条　〔略。再編法律に第 5/2条を挿入〕
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第 4 条　〔略。再編法律に第 5/3条を挿入〕
第 5 条　〔略。再編法律に第 5/4条を挿入〕
第 6 条〔本法律発効前になされた国務院立法部意見の公表〕　本法律の発行
より前に国務院によってなされた意見は、閣議で審議決定される王令によ
り定められた態様に従って、遅くとも 2019年 1月 1日までに公表する。

第 7 条〔本法律の発効日〕　本法律のベルギー官報での公表後 10日後に発効
する第 5条を除いて、本法律は、国王により定められた日に、かつ、遅く
とも 2017年 1月 1日に発効する。

＊　本稿は、平成 30年度～令和 2年度科学研究費（基盤研究（C））「ヨー
ロッパにおける二重機能型国務院の比較法的研究―権力分立と人権保障の
観点から―」及び令和元年度～令和 2年度成城大学特別研究助成金「国内
及びヨーロッパの諸機関による国内法秩序形成に関する比較研究」の研究
成果の一部である。




